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午前９時30分 開会 

 

○委員長（寺脇直子君） 

皆様おはようございます。 

福祉教育常任委員会委員長の寺脇直子で

ございます。 

本日はお忙しい中、福祉教育常任委員会

に御出席をいただきまして誠にありがとう

ございます。 

昨日は雪が降りまして、非常に寒くなっ

てきました。冬の訪れを感じる季節となり

ました。福祉や教育の分野は、まちの未来

を形づくる大切な基盤であります。 

子どもたちの未来や日々の暮らしを支え

る福祉と教育について、よりよい方向に向

けて皆様と一緒に丁寧に考えていければと

思っております。 

町民の皆様の生活に直結する内容であり

ますので、慎重かつ建設的な御議論を賜り

ますようにお願い申し上げます。 

ただいまの出席委員は６名であります。 

定足数に達しておりますので、福祉教育

常任委員会を開会いたします。 

委員会開会に当たりまして、町長より挨

拶がございます。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

皆さんおはようございます。 

本日はお忙しい中、御参集賜りまして誠

にありがとうございます。 

本日の福祉教育常任委員会ではですね、

この 12 月定例会議で御提案をさせていた

だいております案件のですね、ほとんど 61

号議案以外はですね、ここで御審査をいた

だくということになってございます。 

長丁場になると思いますが、皆様のです

ね、御意見をしっかりとですね、賜って進

めていきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いを申し上げます。 

簡単ではございますが、開会に当たりま

しての御挨拶とさせていただきます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

これより本日の会議を開きます。 

本日の審査事項は、お手元に配付のとお

りでございます。 

令和７年豊能町議会 12 月定例会議付託

案件についてを議題といたします。 

第 55 号議案、豊能町乳児等通園支援事

業の設備及び運営の基準を定める条例制定

の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

おはようございます。 

こども育成課の髙田です。 

それでは、第 55 号議案、豊能町乳児等

通園支援事業の設備及び運営の基準を定め

る条例制定の件につきまして、議案書、議

案概要及び参考資料に沿って御説明いたし

ます。 

着座にて失礼します。 

まず、本件の説明の前にＳｉｄｅＢｏｏ

ｋｓ内の補足資料を御覧いただけますでし

ょうか。これにより乳児等通園支援事業に

ついて簡単に御説明をいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

皆さん、開けましたでしょうか。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

よろしいでしょうか。 

はい。一つ目、乳児等通園支援事業の概

要でございます。 

乳児等通園支援事業、通称「こども誰で

も通園制度」は岸田政権のときに異次元の

子ども・子育て支援施策の一つとして掲げ

られたものです。 
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子ども・子育て支援法の改正により全て

の子どもの育ちを応援し、子どもの良質な

成育環境を整備するとともに、全ての子育

て家庭に対して、多様な働き方やライフス

タイルに関わらない形での支援を強化する

目的で新たな通園制度が創設されました。 

令和６年から令和７年度の試行的実施を

経て、令和８年４月から全ての自治体で実

施することとなりました。 

利用対象者はゼロ歳６か月以上３歳未満

の子どもであって、子どものための教育・

保育給付を受けていない者、すなわち保育

所や認定こども園などに通っていない未就

園児とし、月一定時間までの利用可能枠の

中で、保護者の就労等の要件を問わず、時

間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付

です。 

保護者の就労等の状況と利用者の年齢区

分による制度の利用イメージは資料中央の

表を御覧ください。 

上段と下段で就労等の要件のあり・なし

で区分しています。こども誰でも通園制度

の利用対象者は、下段の黄色で囲んだとこ

ろに該当いたします。 

２．本町の需給計画です。こども誰でも

通園制度の需給計画については、第３期豊

能町子ども・子育て支援事業計画に位置づ

けております。令和８年度以降、１日当た

り６人の利用を見込んでいます。 

３．実施体制です。本町内での実施場所

については、令和８年４月１日より、認定

こども園豊能町立ふたば園で実施いたしま

す。 

４．事業内容です。ふたば園におきまし

ては、一般型乳児等通園支援事業を実施し

ます。利用定員はふたば園とは別に設定し、

専用室又は在園児と合同の保育室で実施い

たします。利用定員は１日当たり６人程度

としています。月当たりの利用時間の上限

は国基準と同様の 10 時間、利用料は１人

１時間当たり 300 円です。 

利用方法については次のとおりです。 

事業の利用を希望する子どもの保護者は

まず居住自治体に紙の申請書を提出し、制

度利用開始の手続をします。次に、自治体

は利用者の居住資格等を確認し、電算シス

テムを利用して予約を行うためのＩＤ番号

とパスワードを発行します。利用者はスマ

ートフォンなどで利用者の登録を行うとと

もに、利用したい事業所を選択し、初回面

談の日程調整を行います。 

なお、利用する事業所は居住自治体内の

施設に限らず、他市町に所在する事業所の

利用も可能です。事業所は子どもの利用開

始前に保護者との面談を実施し、子どもの

様子や配慮すべき事項を聞き取りします。

実際に子どもが利用する場合は、保護者が

スマートフォンなどから、国が提供する総

合支援システムを利用して利用日時の予約

を行います。制度を利用した後、保護者は

事業所に利用料を支払います。職員の配置

基準については、保育所の保育士配置基準

と同様の規定が設けられています。 

国・府の負担金について、この事業を実

施する事業者へ支払いされる公費負担額は、

子どもの受入れ時間の総数に応じて算定さ

れます。公費負担額の内訳としては、国が

４分の３、府が８分の１、町が８分の１を

負担する仕組みです。 

続いて５．事業開始に向けたスケジュー

ルでございます。この 12 月議会におきま

して、豊能町乳児等通園支援事業の設備及

び運営の基準を定める条例並びに豊能町立

認定こども園条例改正の審議を予定してい

ます。条例をお認めいただきました後、令

和８年３月までに事業実施の細部に係る規

則等を制定し、令和８年４月に事業を開始

いたします。 
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６．子育て支援センターすきっぷで実施

する一時預かり事業の見直しでございます。

こども誰でも通園制度の開始と合わせて、

現在、子育て支援センターすきっぷで実施

している一時預かり事業の利用料の見直し

を行います。具体的には、現在の利用料が

１時間当たり 800 円であるところ、見直し

後の利用料は月 10 時間までを１時間当た

り 300 円。11 時間以上 48 時間までを１時

間当たり 800 円とするものです。見直しを

行う理由は、東地区と同様に西地区におい

ても１時間当たり 300 円で子どもを預ける

ことができる体制を確保するためです。 

７．こども誰でも通園制度と一時預かり

事業の比較につきましては、一時預かり事

業の見直しを踏まえて、両事業の比較を表

にしたものです。制度の違いや実施場所の

違いはありますが、両制度とも 10 時間ま

で合計 20 時間までは１時間当たり 300 円

で子どもを預けることができます。 

８．利用想定につきましては、ふたば園

とすきっぷの各施設において、子どもの年

齢に応じて利用できる制度を図示したもの

です。こども誰でも通園は、ふたば園にお

いて実施いたします。一時預かり事業は、

現行どおりすきっぷとふたば園において実

施いたします。補足資料の説明は以上です。 

次に議案の説明に移ります。 

まず、議案概要の１ページを御覧くださ

い。制定する条例の名称は豊能町乳児等通

園支援事業の設備及び運営の基準を定める

条例です。制定の理由は、児童福祉法の一

部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備

及び運営の基準を定める必要が生じたため、

条例を制定するものです。 

次に、条例の概要について御説明いたし

ます。事業の概要については先ほど補足資

料に基づき御説明したとおりです。 

また、この事業を実施するに当たり、町

は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に

関する基準を条例で定めなければならない

ものとされているため、本条例を制定する

ものです。事業を開始する事業者は公立・

私立を問わず、本条例に定める基準に従う

ことが求められます。 

本条例は合計 29 の条文から成り立って

います。第１条においては、条例制定の趣

旨を規定し、第 21 条においては、乳児等

通園支援事業の区分として一般型乳児等通

園支援事業と、余裕活用型乳児等通園支援

事業を規定しています。その他参考事項と

して、本条例の施行期日は令和８年４月１

日としています。 

続いて議案書の４ページを御覧ください。

第 55 号議案、豊能町乳児等通園支援事業

の設備及び運営の基準を定める条例制定の

件です。提案理由は先ほど議案概要により

御説明したとおりです。 

続いて議案書の各条文について概要を説

明いたします。 

５ページを御覧ください。 

第１条では、条例制定の趣旨を規定し、

児童福祉法を根拠として、事業実施に係る

設備及び運営の基準に関して必要な事項を

定めることを規定しています。第２条では、

最低基準の目的を規定するとともに、第３

条では、町が最低基準を常に向上させるよ

うに努める旨を規定しています。 

６ページを御覧ください。 

第４条では、事業者に対して最低基準を

向上させることなどを義務づけること。第

５条では、乳児等通園支援事業者が事業実 

施に当たって、守るべき一般原則を規定し

ています。第６条では、非常災害への対応

と備え。第７条では、安全計画の策定とそ

の周知等について規定しています。 

７ページを御覧ください。 

第８条では、自動車を運行する場合の確
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認事項について規定しています。 

８ページを御覧ください。 

第９条では、乳児等通園支援事業者の職

員の一般的条件。第 10 条では、職員の知

識及び機能の向上などについて規定してい

ます。第 11 条では、他の社会福祉施設等

を併せて設置するときの設備及び職員の基

準について。第 12 条では、利用乳幼児を

平等に取り扱う原則。第 13 条では、虐待

の防止。第 14 条では、衛生管理等につい

て規定しています。 

９ページを御覧ください。 

第 15 条では、食事の提供を行う場合の

設備の基準。第 16 条では、事業所の内部

規定の作成に関する義務づけ。第 17 条で

は、帳簿の備え付けについて規定していま

す。 

10 ページを御覧ください。 

第 18 条では、秘密保持等。19 条では、

苦情対応等。第 20 条では、暴力団員等の

排除。第 21 条では、乳児等通園支援事業

の区分として一般型と余裕活用型を規定し

ています。 

11 ページを御覧ください。 

第 22 条では、一般型通園支援事業の設

備の基準として、保育室などに必要な面積

要件のほか、設置すべき設備等について規

定しています。 

続いて 14 ページを御覧ください。 

第 23 条では、事業の運営に係る職員の

基準について規定しています。 

15 ページを御覧ください。 

第 24 条では、支援の内容。第 25 条では、

保護者との連絡などについて。第 26 条で

は、余裕活用型乳児等通園支援事業の設備

及び職員の基準について規定しています。 

16 ページを御覧ください。 

第 27 条では、余裕活用型乳児等通園支

援事業に係る準用について。第 28 条では、

事業者の記録を電磁的記録によることがで

きること。第 29 条では、規則に対する委

任について規定しています。 

附則として施行期日を令和８年４月１日

としています。 

なお、ふたば園での事業実施に係る条例

改正につきましては、第 56 号議案の審議

において御説明いたします。 

説明は以上でございます。 

御審査いただき、御決定賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

おはようございます。管野です。 

西地区なんですけれども、すきっぷでや

っていただけるということですけれど、別

の事業でファミリーサポート、ファミサポ

というものがありますけれど、それは１時

間当たり 800 円で変わりないんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

暫時休憩しますか。 

はい。岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

健康増進課の岡本です。 

ファミリーサポートの仕組みとしまして

は、登録された保護者の方が子どもさんを

預けたり預かったりという形で、相互にサ

ポートし合うという仕組みですので、こち

らは費用はかからない制度になっておりま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今ホームページ見てるんですけれどね、

報酬が１時間当たり 800 円だからやっぱり

払わなきゃいけないんじゃないですか。 

○委員長（寺脇直子君） 
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岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

はい。健康増進課、岡本です。 

申し訳ございません。ちょっと私の認識

がちょっと誤っておりまして、おっしゃる

とおり、報酬は１時間当たり平日か土日か

によっても違うんですけれども、平日は

800 円で、土日は 900 円等となっておりま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

それでは今回提案されていますのは、１

時間 300円で、10時間までだから上手に使

ったらいいということなんですか。10時間

超えた場合はこっちを相互に預かる人、預

かってもらう人、預かる人をうまいこと見

つけてっていうことですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

はい。健康増進課、岡本です。 

今回すきっぷのほうで変更するのは、こ

のファミリーサポートの仕組みではなくて、

別途すきっぷの施設内でお子さんをお預か

りする一時預かりとなっております。 

こちらのほうは、従来は何時間預かって

る、10 時間とか関係なく、800 円というこ

とにしていたんですけれども、今回誰でも

通園制度に合わせまして 10時間までは 300

円と、この利用料金だけを変更するという

ものでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

はい。管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

ゼロ歳から３歳までかな。子どもの数っ

ていうか、子どもの名前をちゃんと分かっ

ているはずなんで、周知をホームページと

か広報と。全協で伺いましたけれど、本当

に直接お知らせするということもできるん

じゃないですか。子どもの数が少ないから、

もっとしっかりと周知してあげたらどうか

という提案です。 

○委員長（寺脇直子君） 

岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

はい。今の一時預かりに関してというこ

とだと思うんですけれども、はい、一時預

かりに関しましても、誰でも通園制度も周

知は十分されると思うんですけれども、一

時預かりにつきましても、この変更があっ

たということは、ちょっと個別通知とする

かどうかっていうところはまだ検討してお

りませんけれども、全ての方に周知が行き

渡るように、誰でも通園制度の分と併せて、

周知に努めていきたいと思っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

よろしいですか、管野委員。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

東地区はふたば園で扱うと、西地区はな

ぜ吉川保育所で扱わないっていうことにな

ってるんですか、すきっぷがあるからとか

いうことをおっしゃってるけど、吉川保育

所があるにもかかわらずやらないのはなぜ。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

今回、国で新たに始まった制度、これを

どう実施するかということにつきまして、

西地区で、乳児を受入れるする施設として、

吉川保育所、検討は行いましたが、現実の

吉川保育所の施設の状況、それから現在の

入所者数、そして保育士の配置状況を総合

的に検討したところ、こども誰でも通園の
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実施は難しいというふうに判断をいたして

おります。 

一方、ふたば園では、施設の状況、利用

者数を踏まえると、こども誰でも通園の実

施が可能であるというふうに判断したとこ

ろでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

不可能っていうのがちょっとよく分から

ないんですけどね。何ていうかな、吉川保

育所は令和の 11 年から民営化されるわけ

ですよね。あそこはもう民営にはさせない

というつもりでこうやってるんですかね。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

委員が先ほどおっしゃいましたように令

和 11 年４月には吉川保育所、それからひ

かり幼稚園に関しては民営化するというこ

とでございますので、現在の想定では民営

化する法人には、そのこども誰でも通園を

実施していただくようなことを想定してい

るところでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

一つ、ここの提案理由を見てますと、福

祉法、福祉なんですよね、これね、そもそ

もが保育所いうのは福祉であったと。だか

らこども園ができたから、それを教育委員

会に投げてると。その福祉と教育委員会の

間で、その話し合いがもうちゃんとされて

ると、そういうことですかね。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

当然話し合いをいたしまして、町として

施策を実施するところでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

よろしいですか。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

はい。管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

先ほどいただきました資料の２ページな

んですけれど、ふたば園では 10 時間まで、

月 10 時間ですけれど、すきっぷでは月 48

時間まで、１日上限４時間なんですけど、

ふたば園で 10 時間以上は預かれないんで

すか。 

その理由をお答えください。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

こども育成課の髙田です。 

今の委員の御質問は、ふたば園で一時預

かりが 10 時間以上預かれないのかという

質問でよろしいでしょうか。 

はい。ちょっと分かりにくいかもしれま

せんが、そういう規定ではございませんで

して、10時間までの金額は 300円ですと。

はい、それを超えると 800 円ということで

ございますので、10時間までしか受け入れ

られないということではございません。 

一方、こども誰でも通園制度に関しては

10時間という上限がございますので、ふた

ば園では、ふたば園でこども誰でも通園制

度を利用する場合は 10 時間が上限という

ことになります。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

説明が不足して申し訳ございません。 

ふたば園で利用できる時間ですけれども、

こども誰でも通園制度に関しては 10 時間



7 

まで。一時預かりに関してましては、最大

48 時間までが可能でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

はい。内田副委員長。 

○副委員長（内田香織君） 

はい。内田です。 

こども誰でも通園制度のふたば園は居住

地要件なしってなってるんですけども、こ

れは、豊能町外、例えば森町とかの方も利

用ができるということでいいのでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

利用する施設の選択は保護者に委ねられ

ていることから、豊能町の住民が他市町の

施設を利用することは可能でございます。 

また、他市町の住民が豊能町の施設を利

用することも可能です。ですので、先ほど

おっしゃられた箕面森町の方が利用すると

いうことも可能でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

内田副委員長。 

○副委員長（内田香織君） 

そうなったときに何か優先とかあるんで

すか。森町のほうが子どもさん、圧倒的に

多いので、例えば６人程度という枠を森町

の方が埋まってしまった場合、先着順なん

でしょうかね。そのあと豊能町の方が利用

したいわってなったときに、もういっぱい

なのでできませんとかっていう、そういう

システムなんでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

こども育成課の髙田です。 

各施設におきましては、所在市町村住民

の優先利用枠を設けることは可能ですが、

他市町の住民の利用を禁止することはでき

ないとなっております。 

また、この予約に関しては、国が提供す

る総合支援システムを用いて予約をすると

いうことになっておりますが、その優先枠

の設け方とそのシステムの運用については、

まだ詳細が示されておりませんので、今後

判明してくるものと考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

内田副委員長。 

○副委員長（内田香織君） 

ありがとうございます。 

10時間までということなので、１日４時  

間ってなってるんですけども、10 時間    

だったら二、三日で終わってしまうって感

じですよね、まず、そのあとは、一時預か

りを利用したりなんですよね。 

もう一つ聞きたいのが、お昼を挟んだ場

合、保育所では給食が出るんですけどもそ

の給食の扱いはどうなるんでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

現在、想定しておりますのは、ふたば園

でそのこども誰でも通園利用のお子さんに

対して給食を調理して提供するということ

は考えておりません。 

ただ、乳児の場合で、やはり喫食が必要

な場合あるいはお昼を挟む場合というのが

ございますので、その場合には保護者がそ

の食事、お弁当等を持参していただく場合

を考えまして、その時間を設けるようにし

ております。 

○委員長（寺脇直子君） 

よろしいですか。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 
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ちょっとちゃんと答弁してね、先ほど小

寺議員の質問で吉川保育所が駄目ですきっ

ぷはオーケーっていうことですよね。じゃ

あ、その不可能という理由をもう少し明確

に、こういう理由で不可能でしたっていう

ことを言ってください。それで、すきっぷ

はどういう理由で可能でしたっていうこと

をちょっと明確に説明していただけますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

吉川保育所が、この事業実施場所として

適していないという判断をした経緯ですけ

れども、まずは施設の状況がございます。 

今の吉川保育所の定員、利用人数、非常

に多いということがありまして、各部屋、

教室等もかなりのもう満員状態ということ

がございます。加えまして、保育士の数に

関しても、なかなか思うように集まってい

ないという状況ですので、そこに関して、

さらにこども誰でも通園をそこで実施して、

新たに子どもを受け入れとするというのが

困難であるというふうに判断した次第です。 

一方で、ふたば園に関しては、既にいち

ごルーム等で子育て支援施策をしておりま

すので、そちらのほうが適してるというふ

うに考えたということです。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

すきっぷに関しましては、既存の制度を

そのまま料金を変更するということだけを

変更いたしますので、そこは誰でも通園制

度に合わせることができるということで可

能でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

答弁する際に質問されたら、具体的にや

っぱ数字が要りますよ。かなりいっぱいと

か、足りないとかいう場合は何人の定員で、

今どれくらいで回ってますとか、保育所は

それに対して何名でまわしてますとか、だ

から、さらに６名ですよね。考えると、わ

ずか６名にも思えてしまうんです。６名だ

ったら何か何とかなるんじゃないかとも考

えられるし、ですから定員が何人いるとこ

ろを今何人で動いてますと、それでそれに

対して保育士の人数はこれだから、これ以

上は無理ですっていうような答え方をして

いただかないと、これ後でもいいですけど、

お聞かせください。 

それとあと一つ、優先枠箕面森町の方も

使えます。そして優先枠が何人か与えられ

るかそこは分からないですけどっていうこ

とですけど、箕面森町にこの施設はあるん

ですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

現在入っている情報では箕面森町には設

置する予定はないということでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

そういう場合、箕面市には何も言わない。 

だって圧倒的に箕面森町の方が豊能町の

方よりも子ども多いですよね。利用される

としたら、箕面森町の方は箕面に行くんじ

ゃなくて、豊能町を利用するケースのが多

いんじゃないですか。 

誰でも通園だから豊能町の方が、豊能町

の方はどっちかっていうと、どこ使うかな、 

川西まで行く。いや、やっぱり豊能町使い

ますよね。一番近いから。箕面森町の方は

箕面市に行くよりも、やはり豊能町のほう
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を使いますよね。圧倒的に子どもの人数多

いですよね。そしたら箕面市とかに声をか

けたりとかっていうことは一切しないんで

すか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

今回この事業検討するに当たりまして、

箕面市に問い合わせ、状況の問い合わせは

させていただきましたが、議長がおっしゃ

ってるようなその連携ということについて

は特には協議はしておりません。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

これから広域行政とかは盛んに言われて

ますよね。そういった点からもやはり町全

体としていろんなサービスとかを広域で考

えていくっていうことが本当に重要になっ

てくると思うんですよ。そうしないと豊能

町単独で様々な施設を維持するっていうの

が難しい状況になってくるんで、そこら辺

は町全体で、もう少し箕面市も、特に森町

ですよね、止々呂美とか森町なんかはサー

ビス提供は豊能町の施設、豊能町がサービ

ス提供者になることが結構多いと思うんで、

そこら辺は本当に連携を深めて、いろんな

ところでサポートなり、協力しながらやっ

ていただくっていう体制を作っていかない

と、だって消防ができてるんだから。しん

どいのかなと思いますんで、そこはよろし

くお願いします。 

それとこの定員６名っていうことなんで

すけど。これは何か基準があるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

この６名に関しましては、子ども・子育

て支援事業計画策定のときに利用者人数と

して想定したものです。人口推計、それか

ら未就園児の状況で利用者想定から割り出

した数字でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

それは豊能町のお子さんの人数でやって

る形ですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

はい。豊能町の人数、豊能町のお子さん

の人数で割り出した数字です。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

やはりそこで森町のお子さんの人数とい

うものは想定して考えることも必要かなと

思うんですよ。いや、だって圧倒的に子ど

もの人数多いし、豊能町だけでは６名かも

しれないけど、森町の人数でこれくらいの

人数がいるんだったらっていうことは十分

に考えられることかなと思うんですね。 

もし、これが６名以上増えていった場合、

これは枠は増やしていくんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

今回、初めてする事業ですので、どれだ

けの保育士、保護者のニーズ、それから実

際にこれだけの枠があって、どれだけ利用

されるかっていうことはやってみないと分

からないというところございますけれども、

例えば、利用事業開始して６人の枠ではど

うしても待機が多くなる、あるいは利用で

きない人が多くなるということであれば今
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後に向けて、その枠の拡大等について、検

討することは考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。管野委員 

○委員（管野英美子君） 

お話を聞いて心配になってきたのは、す

きっぷの場所なんですけれど、この親子で

参加していらっしゃる方いますよね。午前

中でも大勢いらっしゃると思うんですけれ

ど、どちらを優先するんですか。こっちの

誰でも通園制度で６名で親子でいらっしゃ

って、部屋がそんなに広いとは思えないん

ですけれど、優先っていうことにはならな

いんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

はい。健康増進課の岡本です。 

すきっぷに関しましては、従来おおむね

３名程度の方の利用までとさせていただい

ております。これはもうスペースの問題が

ありますので、まず、多少御兄弟でとか、

そういった預かりやすい環境であればもう

少し人数は変更ありますけれども、おおむ

ね３名までとしております。この点につい

ては、今後も従来と同様に取り扱いさせて

いただく予定としております。 

○委員長（寺脇直子君） 

すいません。先ほどの永並委員の保育士

とか定員の具体的な数字っていうのは、後

ほどでよろしいんですかね。 

後ほど、お願いします。 

ほかに質疑ございませんか。 

誰もなければ、ちょっとよろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

はい。内田副委員長。 

○副委員長（内田香織君） 

すみません。誰でも制度ではなくって、

これに関わる条例に関してちょっと教えて

欲しいんですけども。議案書の概要のペー

ジでいうと４ページとかに載ってるところ

の文言でね、ちょっと教えていただきたい

んですけども。②の豊能町特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関わるっ

ていう、ところで文章長いんですけどこれ

はいわゆる、すきっぷのことなのかなと思

って、ちょっとその確認と、あと、その下

で、地域限定保育士っていうのがあるんで

すけど、豊能町にその限定保育士さんって

いうのはいてるんでしょうか、若しくは受

け入れてるんでしょうか。 

57 号議案のところ言ってましたね。 

○委員長（寺脇直子君） 

今 55 号議案ですので。 

この議案だけの。 

○副委員長（内田香織君） 

はい。すみません。 

○委員長（寺脇直子君） 

その時にまた、後ほどお願いします。 

○副委員長（内田香織君） 

はい。失礼しました。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

誰もなければちょっと私のほうから、今

回この条例を新たに制定する必要がなぜ生

じたのかっていうところで、やはり社会の

ライフスタイルの変化とか、そういうこと

が影響しているのかを伺います。 

はい。髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

はい。やはりおっしゃっていただいたよ

うに、子育て世帯、保護者のライフスタイ

ルあるいは働き方が変わっている中で、そ

ういうこともございますが、そもそも目的

ですが子どもの育ちを考えて、子どもでも

集団保育による成長を促すというところの



11 

目的から、こども誰でも通園制度が開始さ

れてるというふうに考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

今回、国の制度改正に伴ってということ

ですけども、町の独自基準とかそういった

もの設けているんでしょうか。 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

基本的には国から示されている標準的な運

営方法の中で選択をしておりますので、独

自のものというのは特には設けておりませ

ん。 

○委員長（寺脇直子君） 

先ほど議長が箕面森町とかまた市町村の

ニーズについて質問されてましたけども、

豊能町の町内の乳児等通園支援のニーズっ

ていうのは、今どういう状況なのか伺いま

す。 

はい。髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

新しい制度でございますので、まだ利用

者の方といいますか、これから利用する方

にも、あまり周知はされておりませんので、

特に利用者のニーズを把握するようなこと

は行っておりません。 

ただ、昨年度策定した子ども・子育て支

援事業計画のアンケート等も加味しながら、

利用者ニーズは一定想定して、この利用人

数等を算定したところでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

今後、町内とかこういう新しい事業始ま

りますので、近隣のニーズについても把握

して欲しい、積極的に把握していって欲し

いと思います。 

先ほどの永並委員の定員とか保育士のそ

ういう具体的な数字についてはまだ後ほど、

答弁をお願いいたします。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。林委員。 

○委員（林 和利君） 

林でございます。お願いいたします。 

もしこれが実施されたら令和８年４月１

日より、ふたば園で実施しますということ

になりますけれども、今 12 月ということ

で先ほどの人数も聞いてると、これをしっ

かりＰＲした場合、もう隣の町からも要請

があるんではないかというすごい心配をし

ておるんですけれども、本当この枠だけで

言ったら、すいません、すいませんみたい

なことになって、豊能町何してんねん、み

たいな打ち出しをするけれども、全然やん

けみたいなね、そういうリスクというか、

そういうものもあるんではないかというふ

うに思いますんで。その辺もしっかりと考

えていただいて、実施に向けてのことを、

また一緒に考えていきたいというふうには

思いますけれども、その辺の強い気持ちと

いうか、豊能町はこうなんだよという、し

っかりありますよ、というそういうことも

ね、しっかりと考えていただきたいのと、

また人数。子どもさんの人数とまた支える

側の人数をしっかりとですね、伺っていき

たいというふうに思いますんで、よろしく

お願いします。 

その辺の強い気持ちってのありますか。 

どうでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

子どもの育ちを考えた、考えたために設

ける制度でございますので、子どもの育ち

につながるよう、それから保護者の利用希

望にも沿えるように、体制整備には努めて

まいりたいと考えております。 
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○委員長（寺脇直子君） 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

はい。小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

一応、この指揮系統は教育長がトップに

おると、こういうふうに考えたらいいんで

すか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。板倉教育長。 

○教育長（板倉 忠君） 

はい。御質問ありがとうございます。 

今回こども園、保育所っていうのは福祉

のほうから教育委員会のほうに委任されて

おりますので、今回の制度につきましては

福祉ですけども、教育委員会のほうで管轄、

所轄させていただいております。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

質疑がないようですので、質疑を終結い

たします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。挙手全員であります。 

よって第 55 号議案は、原案のとおり可

決されました。 

次に、第 56 号議案、豊能町立認定こど

も園条例改正の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

それでは第 56 号議案、豊能町立認定こ

ども園条例改正の件につきまして、議案書、

新旧対照表及び議案概要に沿って御説明い

たします。 

着座にて失礼します。 

本件は、第 55 号議案で御説明した乳児

等通園支援事業について、町内事業所とし

てふたば園で実施するに当たり必要な事項

を定めるものです。 

まず、議案概要の２ページを御覧くださ

い。改正する条例の名称は豊能町立認定こ

ども園条例です。改正の理由は、乳児等通

園支援事業を認定こども園豊能町立ふたば

園で実施するに当たり、事業内容や利用料

等の規定を新たに追加するものです。 

条例の概要について説明いたします。 

乳児等通園支援事業の対象となる乳児又

は幼児は、児童福祉法及び児童福祉法施行

規則に規定する保育所、認定こども園、地

域型保育施設、企業主導型保育施設に在籍

していない生後６か月から満３歳未満の子

どもとします。 

条例第３条では、第３号に認定こども園

が実施する事業として、乳児等通園支援事

業を追加いたします。 

次に、条例第５条に第５項を追加し、乳

児等通園支援事業の利用料を１時間当たり

300 円とします。ただし、利用時間が１時

間に満たないとき、又は利用時間に１時間

未満の端数が生じたときは、これを１時間

に切り上げるものとします。 

次に、条例第６条の保育料減免規定に乳

児等通園支援事業に係る利用料を含む旨の

規定を追加いたします。 

その他参考となる事項として、施行期日

は令和８年４月１日とします。 

続いて議案書の 17 ページを御覧くださ

い。 

第 56 号議案、豊能町立認定こども園条
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例改正の件です。提案理由は先ほど御説明

したとおりです。 

続いて 18 ページを御覧ください。改正

内容は先ほど議案概要で御説明したとおり

です。続いて新旧対照表は参考資料として

御覧ください。なお、ふたば園における当

該事業の実施方法等については、事業開始

に向けて、現在その細部について協議・検

討を行っているところでございます。 

説明は以上でございます。 

御審査いただき、御決定賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

誰もなければ、私、よろしいですか。 

今回ですね、先ほどの質疑ともつながっ

てくるんですけども、ふたば園を実施場所

とする理由と、今後その必要な改修とか整

備事項が、あるのかどうか伺います。 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

まず、ふたば園で実施する理由でござい

ますが、現在ふたば園では認定こども園と

して、子育て支援事業を実施している部屋

がございます。 

乳児棟の２階ですけれども、その隣の部

屋が、今回のこども誰でも通園制度の実施

部屋としては適しているというふうに判断

をしたところでございます。 

ですので、先ほど御質問ありました施設

の改修については、その部屋をそのまま活

用いたしますので特には考えておりません。 

以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

非常に人材確保っていうところ難しいと

思うんですけども、乳児支援と幼児支援っ

ていうのを同じ施設で行うことについては、

人材確保も含めて、可能なのか大丈夫なの

かどうか伺います。 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

現在、認定こども園ふたば園ではゼロ歳

から５歳児まで乳児も幼児も受け入れてお

りますので、その点は保育士も、その年齢

に応じた受入れにも当然精通しております

ので大丈夫です。 

人材確保の面に関しましては、今いる保

育士のシフト調整、あるいは新たに任用す

る保育士等を踏まえまして、安全に預けて

いただくような体制が確保できるように努

めてまいります。 

○委員長（寺脇直子君） 

安全な環境っての大事だと思うんですけ

ども、乳児の感染症対策とかそういうとこ

ろの具体的な運用方法、今分かる範囲であ

れば、お答えください。 

はい。髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

感染症対策としまして、まず一番大事な

のは、その感染源になるものを持ち込まな

いということですので、特に利用する方に

は健康チェックをお願いすると、発熱のあ

る方の利用は控えていただくとか、あるい

は御家族で、例えばインフルエンザ等に感

染してる場合には利用しないような、そう

いうルールを設定するということが必要か

と思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

それでは、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

討論を終結いたします。 
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これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。挙手全員であります。 

よって第 56 号議案は、原案のとおり可

決されました。 

第 57 号議案、豊能町家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例

等改正の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

それでは第 57 号議案、豊能町家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例等改正の件につきまして、議案書

新旧対照表及び議案概要に沿って御説明い

たします。 

着座にて失礼します。 

まず、議案概要の４ページを御覧くださ

い。 

今回、改正する条例の名称は豊能町家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例等でございます。改正の理由

につきましては、児童福祉法の一部改正に

伴う内閣府令の改正に伴い、規定の整備を

行うものです。 

続いて条例の改正概要について御説明い

たします。 

今回の改正の対象となる合計３件の条例

には同様の改正が必要であるため、これら

３条例をまとめて、豊能町家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条

例等として一括して改正を行います。 

３件の条例の名称は①豊能町家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例。②豊能町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準を定め

る条例。③豊能町放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例

でございます。 

これらの条例につきましては、児童福祉

法の規定により、市町村は条例で基準を定

めなければならないとされており、市町村

の基準は内閣府令で定める基準に従い、又

は基準を参酌して定めるものとされていま

す。今般の内閣府令改正に伴い、当該条例

についても府令と同様の改正を行うもので

す。 

主な改正の内容については次のとおりで

す。 

１点目は、虐待等の禁止に係る条文中の

項番号を追加するものです。 

これは条例①・②・③の全てに該当条文

があります。その内容は、児童福祉法第 33

条の 10 の改正に伴い、第２項及び第３項

が新たに設けられたため、条例で児童福祉

法の同条を引用している部分について表記

を省略していた、第１項を表記するもので

す。２点目は、地域限定保育士の一般制度

化による規定を追加するものです。 

ここで１点、資料の訂正がございます。 

議案概要には条例①・②・③の条例に該

当する旨記載しておりますが、正しくは

①・③のみで、②の条例は該当いたしませ

ん。おわびして訂正いたします。申し訳ご

ざいません。 

また、その内容でございますが、国家戦

略特別区域地域限定保育士を一般の保育士

とみなすことを規定するものです。３点目

は、乳児等健康診査を健康診断の代替とす

る旨の規定をするものです。これは条例①

のみに該当条文がございます。その内容は、

児童相談所などにおける乳幼児の利用開始

前の健康診断に加えて、母子保健法に規定
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する乳幼児の健康診査が行われた場合、要

件を満たすと認められるときは、施設の利

用開始時や定期の健康診断等を行わないこ

とができることとするものです。 

その他参考となる事項として、施行期日

は公布の日としています。 

次に、議案書の 19 ページを御覧くださ

い。 

第 57 号議案、豊能町家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例

等改正の件です。提案理由は先ほど御説明

したとおりです。 

続いて 20 ページ以降を御覧ください。 

それぞれの条例に関する改正内容は、先

ほど議案概要で御説明したとおりです。新

旧対照表は参考資料として御覧ください。 

説明は以上でございます。 

御審査いただき御決定賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

先ほど提案説明の中で、議案概要の②の

条例が当てはまらないということですけど、

これはまた後ほど、訂正したものを出すの

かどうかこの対応について伺います。 

このままにしておくのかどうか。 

はい。髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

申し訳ございません。 

後ほど、差し替えをさせていただきます。 

○委員長（寺脇直子君） 

それではこれより本件に対する質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

はい。内田副委員長。 

○副委員長（内田香織君） 

はい。すいません、先ほどの先走ったこ

とで、ちょっと言葉が分からないことがあ

るので教えて欲しいんです。 

まず、１個ずつ言います。 

①の豊能町家庭的保育事業等っていうの

があるんですけど、豊能町にこの家庭的保

育事業というのはあるんでしょうか。 

まず、それだけ聞きたいです。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

この条例で定めております家庭的保育事

業等に含まれる事業としましては、家庭的

保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保

育事業、事業所内保育事業がございますが、

今現在、この条例に規定する内容に該当す

る事業所はございません。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

内田副委員長。 

○副委員長（内田香織君） 

はい。ありがとうございます。 

②の長い施設ですね、これは私の中では

すきっぷのことかなと思ったんですけども、

どうなんでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

②ですので、この豊能町特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設のことの御質問かと

思いますが、すきっぷのことではございま

せん。 

○委員長（寺脇直子君） 

これ先ほど当てはまらないって言ってた

部分ですか。差し替えるという。よろしい

ですか、今の答弁。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

はい。内田副委員長。 

○副委員長（内田香織君） 
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はい。もう一つ下の下ら辺の地域限定保

育士の一般制度化とかっていうところで、

この地域限定保育士さんというのは厳密に

言ったら、まだ保育士じゃない方だと私は

思ってるんですけども、豊能町には、この

限定保育士さんが今現在いてるんでしょう

か。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

この地域限定保育士でございますけれど

も、これは国家戦略特別区域地域限定保育

士のことでございまして、国が実施してお

ります国家戦略特別区域地域限定保育士試

験に合格したもので、地域限定保育士とし

て登録されてる方ということでございます。 

大阪府はこの特区に認定されております

ので、試験は実施されておりますが、豊能

町で、まずこの地域限定保育士を採用して

いる実績はございません。 

ただ、豊能町内にこの方がいらっしゃる

かどうかまでは把握はしておりません。 

○委員長（寺脇直子君） 

よろしいですか。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

よろしいですか。 

はい。管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

この条例に直接関係ないかもしれません

が、豊能町の保育士さんでこの地域限定保

育士と幼稚園教諭の免許があれば採用する

ということですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

時間がかかるようでしたら、暫時休憩い

たしますけども。 

はい。髙田こども育成課長 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

すいません。暫時休憩お願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。それではちょっと１時間経過しま

したので、ちょっとここで休憩をとりまし

ょうか。暫時休憩なんで。そしたら再開は

11 時といたします。 

（午前 10 時 43分 休憩） 

（午前 11 時 00分 再開） 

○委員長（寺脇直子君） 

それでは休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

こども育成課の髙田です。 

先ほどの管野委員の御質問にお答えいた

します。 

現在の町の職員採用、保育士採用につき

ましては、その地域限定保育士は含めてお

りませんが、今後の採用の際には他市の例

を参考にしながら、採用の裾野を広げると

いう意味からも、人事担当課と協議を進め

てまいりたいと考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

よろしいですか。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

はい。林委員。 

○委員（林 和利君） 

林でございます。 

先ほど御説明の中に内閣府の改正に伴い

規定の整備を行うものとするというふうに

ございましたけれども、それに対して①・

②・③という部分があると思いますが、何

かこう、内閣府のほうから言われたからこ

ういうふうにしていきますという、ただそ

れだけで、今の保育士のお話でもそうです

けれども、何か豊能町にそれにプラスでき

るような独自のものというものをこの豊能

町が発信して、そしてまた保育士さんなり、

また施設なりを活性化させるというか、福

祉にやさしいまちにしていくというか、何
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かそういう独自性なものも考えていただけ

ればというふうに思いますけど、いかがで

しょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

それは、この条例に対しての独自性なの

か、また条例と関わりなく独自のことを期

待しておられるのかという。 

○委員（林 和利君） 

はい。失礼しました。 

内閣府の声明に対してお話がある。それ

にただ乗っかってるだけというような何か、

そういうように受けとめてしまって申し訳

ないんですけども、何かこう豊能町として

の、これからの部分でも何かそういうとこ

ろ考えていただければなというふうにも意

見でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

答弁ございますか。 

どうでしょうか。 

はい。高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

今回、上げさせていただいてる条例につ

きましては、これは国からの通達なりで改

正せざるを得ないっていうんですかね、そ

れに準拠してやってるものでございますの

で、これを町独自のものに変えていくって

のはちょっとできないというふうに思って

おります。 

ただ、子育て施策全般につきましてはで

すね、町独自でいろんなことができると思

いますので、我々引き続き、子育てしやす

いまちづくりというところで取り組んでま

いりたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

よろしいですか。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

よろしいですか。 

はい。それでは質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

挙手全員であります。 

よって第 57 号議案は原案のとおり可決

されました。 

次に、第 58 号議案、工事請負契約の締

結についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

はい。池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

おはようございます。 

教育総務課、池田です。 

よろしくお願いいたします。 

それでは第 58 号議案、工事請負契約の

締結につきまして、御説明のほうをさせて

いただきます。 

着座にて説明させていただきます。 

議案書の 23 ページをお開きください。 

本件は、東地区小中一貫校施設改修工事

（２期工事）請負契約の締結につきまして、

当該契約が議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条に

規定する契約であることから、地方自治法

第 96 条第１項第５号の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。 

24 ページをお開きください。 

契約の目的は、東地区小中一貫校施設改

修工事（２期工事）でございます。 

契約金額は１億 2,595 万円。契約の相手

方は大阪府箕面市小野原東一丁目３－69、

箕面電設株式会社、代表取締役 庄司 修

二でございます。 
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契約の方法は随意契約でございます。 

本件は一般競争入札において、１者の応

札があり、開札を行いましたが、予定価格

を上回ったことにより契約に至りませんで

した。再度の入札を行ったとしましても、

同様に応札者がなければ、令和８年４月開

校予定のとよの東学園の開校に間に合わな

いことから、唯一の応札者であります箕面

電設株式会社と地方自治法施行令第 167 条

の２第１項第８号の規定により、随意契約

をしたものでございます。 

なお、予定価格は消費税込みで１億

2,630 万 6,400 円。落札率は 99.７％でご

ざいます。工期につきましては、議会の議

決の日の翌日から令和８年 10 月 30 日まで

としております。 

説明は以上でございます。 

御審査いただき御決定いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

はい、応札がなかったので、７月 24 日、

繰越明許費に計上されているわけですけれ

ども、この中で再度確認をしますけれど、

今年度中、急がなければいけないのは黒板

と配膳室だったと思いますけれど、もう一

度、来年の夏休みでも工事にかかれるのか

っていうことと詳細お答えいただけますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

まず、仮契約のほう 11 月 11 日付け仮契

約させていただいておりまして、前回から

御説明をさせていただいてますとおり、令

和７年度と８年度の２か年工事ということ

で今協議、計画のほうを進めさせていただ

いてるところです。 

８年４月に開校するにですね、必ず必要

とする工事、今委員おっしゃっていただき

ます、普通教室の黒板であるとか、エアコ

ンであるとか、あるいは給食が親子方式に

変わってございますので、それの受入れ口

の改修工事であるとか、こういったものに

つきましては当然今年度内３月末までに工

事を完了すると。 

一方で、屋上の防水工事でありますとか、

体育館のお手洗いの工事、こういったもの

につきましては、本来ですと８年４月に工

事が完了しているのが一番望ましいんです

が、契約不調ということもございまして、

この工事につきましては８年入ってから、

工事をするということで今調整をしており

ます。 

工事する日時ですね、時間・期間ですが、

夏休みを利用してという御提案もあったか

と思うんですけれども。第１には児童生徒

等の学習の機会を損なわないようにという

ことを第１において計画してございますの

で、その辺りは事業者と学校としっかり協

議して進めていきたいと思っております。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

はい。永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

調整お疲れ様でした。 

ただ、これどういう調整をされたのかな

と、随意契約になって当初の金額より上げ

たってことはないですよね。そこら辺をど

ういう調整をされたのかお聞かせください。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

今回、入札をさせていただいても不調で
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あったということで、いとまがないという

ところで随意契約をさせていただいてると

いうところでございます。 

随意契約でございますので、仕様の一部

を変更して、例えば黒板を作るのをやめて

契約をするっていう、これはできませんの

で、同じ仕様で契約をしていただく。 

不調でございましたので、当然私どもが

予定してる価格を上回った札を入れていた

だいているということでございますので、

事業者の方には、そのやり方等々を工夫を

いただいてですね、こちらが想定してる金

額を下回る額になるまで協議を続けたとい

うところでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

それで１個心配になるのが、品質は大丈

夫かという、向こうは自分たちではやると

こういうふうになりますよねって言って入

札されてきたんですよね。でもそれを、い

やこの金額をここまで下げてくださいとい

うことで、下げましたということはどこか

に無理がかかってるような形になってるの

かなと。そしたらそこで無理をすることで、

従来の工事の品質であったり何かがちょっ

と損なわれるとか、そういう品質の担保な

どは教育委員会としてどういうふうに担保

していくのかお聞かせください。 

○委員長（寺脇直子君） 

池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

はい。教育総務課、池田でございます。 

まず、事業者の方にですね、御努力をい

ただいたということで、今委員おっしゃっ

ていただいてるように、例えば品質を落と

して価格を抑えたのではないかというよう

なお話だと思うんですけれども。 

当然こういう工事なり、業務内容ですね、

入札に付すときには当然仕様というものを

お示しした上で、そのとおりにしてくださ

いと。これができてるかできていないかと

いうものにつきましては完了後に検査をい

たしますので、こちらといたしましては当

然ルールどおりにしていただけるというふ

うに把握してるのが一つと、あとは仮契約

後ですね、やり方についてはかなり工夫を

していていただかないといけないというこ

とで、もう再三にわたり事業者にですね、

学校現場のほう、当然学校管理職立ち会い

のもとですね、調整をさせていただいて、

ようやく本契約にたどり着いたということ

になってございます。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかによろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

はい。永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

今回、最初に入札して不調に終わって募

集範囲を広げたのかな。それでもだめで超

えてっていうことなんですけど。もう最近

だともう行政の入札っていう競争入札の競

争原理って全く働いてないような状態にな

ってますよね。今後またいろいろ工事なり

があるんですけども、これは教育委員会だ

けに限らず、どういうふうな募集をしてい

くのか、もう最初からとりあえず告知の範

囲っていうか情報提供の範囲を広げておか

ないとだめなのかなという感じはするんで

すけど、そこら辺はまず町としてどういう

ふうに取り組んでいくんですか。そこはち

ょっと聞いておかないと、いろんなところ

で入札が１者だけでしたとか、そういうの

ばっかりなんですよ。もう競争という原理

が全く働いてないんでそこは何かあればお

聞かせいただけますか。 

○委員長（寺脇直子君） 
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はい。高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

永並委員から御指摘いただいておる、な

かなか最近、入札やっても業者が集まらな

いというんですかね、応札がないというの

は確かに、そうでございまして我々はそこ

んとこ非常に苦慮しているところでござい

ます。いろんな工事やらせていただいて工

期っていうエンドがある中で、業者が決ま

らないということになりますと、どうして

もその町の行政運営に滞りが生じるという

ことなってまいりますので、ただこれまで

も何回も我々その請負審査会という中でい

ろんな業者どういうふうに選定していくの

かっていうところは議論してるところでご

ざいまして、かねがねそういう業者数、ど

んだけ手挙げてくれるのかなというところ

を一番留意しているところでございます。

豊能地区であったり三島地区であったり、

大阪市内であったりというのをどんどん広

げていってるところを広げていきながらや

らしていただいてるんですが、ただその周

知方法というところがどうなのかというと、

業者が実際にその我々がこんな工事するっ

ていうのを見ていただけてないっていうん

ですかね、そういったところもあるのかな

というふうに思いますし、年度途中でなか

なか工事しますと、今、年度初めにいろん

な企業というのは、計画立てながら工事や

ってるもんですから途中から工事をお願い

するとなると、なかなか年間のスケジュー

ルになってこないというところも、あると

いうこともお聞きしておりますので、我々

がその工事発注するときに、可能な限り年

度初めに、企業の都合に合わせるっていう

わけじゃないんですけども、計画に乗れる

ような形でやらしていただくというのが一

つと。それとちょっとそこんところ、これ

から我々も勉強しないといけませんが、他

団体でどういうふうな工夫をしているのか

というところはちょっと我々も見ながらで

すね、検討のほうはさしていただきたいと

いうふうに思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

少し前までであれば行政の公共事業なん

かはね。もういろんな企業が見て率先して

取りにきてたかと思うんですけど、今、副

町長おっしゃられるように、自分たちの会

社のスケジュールに合わなかったらそっち

見ることもないっていうような形でどちら

かというと企業のほうに人材不足ですから、

企業のほうにある程度寄っていかないとい

けない。そうすると企業の状況というのを

把握した上でってなると、かなりこちらと

しても計画なり工事なんか事前に準備をし

て予定を組んでいかないと。にもかかわら

ず、多分今回この調整で課長あたりはすご

い時間とってると思うんですよね。本来だ

ったら７月に１発で決まってないといけな

いのがずっと延びて延びてで、それにかけ

る時間ってまたかかってるはずなんですよ。

人材が足りない町であるにもかかわらず、

その人材が、そういう余分じゃないけど、

そういう仕事に取られる、なら悪循環にな

ってるかなと思うんで、本当に前もっての

準備、企業側の計画に乗ったような工事の

スケジュールの組み方とか、そういったも

のを本当にしっかりと立てた上で予算組み

をしていかないといけないかなと思います

んで、そこは本当によろしくお願いいたし

ます。後はもう本当に入札のことに関して

は、ちょっと広く幅広くですよね、それ大

都市は多分そんなに心配ないと思うんです

けど、そういうところ、この問題摂津市か

なんかでも学校の入札が不調だったってい

うことも聞いてますんで、やはりそこら辺
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も含めると、もっと広域で何か情報発信な

り、いろんなできないものかなとそういっ

た取組を考えていただく必要があるかなと

思いますんで、是非ともよろしくお願いい

たします。 

○委員長（寺脇直子君） 

それではほかに質疑ございませんか。 

ないようでしたらちょっと私のほう１点、

これ１期工事の単価と今回２期工事の単価

って大きな乖離とかそういうものはないん

でしょうか。 

はい。田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

１期工事が終わってから数年経っており

ますので、物価上昇で単価のほうは上がっ

てるのは確実なんですけども、何％ぐらい

上がってるかっていうのは、すいません。

ちょっと数字を把握しておりませんので、

今お答えすることはできません。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

それでは、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

挙手全員であります。 

よって第 58 号議案は、原案のとおり可

決されました。 

第 59 号議案、指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

はい。おはようございます 

はい。生活福祉部の浅海でございます。 

そうしましたら、私のほうからは、議案

書まずですね、議案書 25 ページをお開き

ください。 

第 59 号議案、指定管理者の指定につい

て提案理由の説明を申し上げます。 

豊能町立たんぽぽの家の指定管理者を地

方自治法第 244 条の２第３項の規定により

指定したいので、同条第６項の規定に基づ

き、議会の議決を求めるものでございます。

着座して御説明をさせていただきたいと思

います。今回、提案いたします指定管理者

は大阪府豊能郡豊能町吉川 187 番地の１、

社会福祉法人豊悠福祉会、理事長 園田 

裕紹でございます。 

当指定に関しては、現指定管理契約が令

和８年３月 31 日に満了することから、新

たに指定管理者を定めるため、公募を行い

ましたところ、２者の応募があったため、

どちらの法人が指定管理者として適正であ

るかにつきまして、審査を行った結果、当

該法人が第１候補者として選定されました

ので、議案を上程させていただくものです。 

なお、指定期間は令和８年４月１日から

令和 13 年３月 31 日までの５年間でござい

ます。 

本件に関する経緯を御説明申し上げます。 

ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ内でお配りをしまし

た資料１をまず御覧ください。 

本年７月 23 日、生活福祉部長を部会長

とした、７名の部会委員で構成する検討部

会を、８月７日には学識経験者を交えた副

町長を委員長とする、７名の委員で構成す

る選定委員会を開催し、指定方法、指定期

間、募集要項、業務仕様書、選定基準表等

について審議・決定いたしました。 
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選定委員会並びに検討部会の名簿は、資

料２を御参照ください。 

その後、８月８日から募集要項の配布を

開始し、申請受付期限を９月 26 日として、

募集を行いました。募集に当たりましては、

前回の応募が１者のみであったことから、

より多くの事業所が参入できるよう広報と

よのや、ホームページへの掲載に加えまし

て、生活介護と就労支援Ｂ型の運営実績が

あることという申請要件を満たしている豊

能地区の事業所、豊能町、能勢町、池田市、

箕面市、豊中市の事業所及び前指定管理者

である産経新聞厚生文化事業団を含めた計

16者に対して豊能町立たんぽぽの家指定管

理者募集について、という案内文書を送付

いたしました。 

その結果、町内の２者と町外の１者から

資料請求があり、このうち町内の社会福祉

法人豊悠福祉会とＢ法人の２者より応募が

ありました。提出された申請書類について

10月９日に第２回目の検討部会を開催し、

収支計画書及び管理体制計画書について、

一次審査を行った後、10 月 21 日には第２

回目の選定委員会を開催し、事業計画書、

事業実績調書及びプレゼンテーションにつ

いて審査を行い、最終的に選定委員、検討

部会の委員それぞれ各７名の合計点数によ

り、社会福祉法人豊悠福祉会を第１候補者

として決定いたしました。 

採点結果の詳細は資料３－１、３－２の

とおりでございます。 

なお、この資料３－１、３－２の選定基

準の選定基準表のうち、一部文言に誤りが

ございました。 

表中ですね、中ほどにあります、Ⅱ収支

計画書、１収支計画の欄で、令和３年度以

降５年間という表記がありますが、正しく

は令和８年度以降５年間の誤りでございま

すので、大変恐れ入りますが修正をお願い

いたします。 

申し訳ございません。 

評価方法及び採点方法につきましては、

こちらのこの資料３－１、２の選定基準表

に基づきまして、各委員が「優れている」、

「やや優れている」、「問題ない」、「や

や劣っている」、「劣っている」の５段階

で評価をし、その評価に対応する点数を合

計する方法で行いました。得点率で申し上

げますと、「優れている」が 100％、「や

や優れている」が 80％。「問題ない」が

60％、「やや劣っている」が 40％、「劣っ

ている」が 20％になります。 

それでは採点結果について御説明申し上

げます。社会福祉法人豊悠福祉会の採点結

果、こちらのほうは資料３－１になります

が、採点結果は、合計点数 2,100 点満点中

1,519 点。得点率は 72.3％。 

続きまして資料３－２の申請者Ｂの採点

結果は、合計点数 2,100 点満点中 1,418 点、

得点率は 67.5％でございました。 

審査基準、５項目のうち、Ⅱ収支計画書

の項目を除く４項目で、社会福祉法人豊悠

福祉会が、申請者Ｂを上回る採点結果とな

りました。このうち、最も得点が高かった

項目はⅣ事業実績で、合計点数 310 点、得

点率は 88.6％でございました。これは当該

法人が豊能町内で別に運営されている多機

能型障害福祉サービス事業所ひまわりが、

たんぽぽの家と同一のサービス内容である

生活介護サービスと就労継続支援事業Ｂ型

を、利用者のそれぞれの特性に応じて安定

的に事業を実施されていることから、委員

全員の評価が優れている又はやや優れてい

るという高い評価となった結果となります。 

また、Ⅴプレゼンテーションの項目につ

きましても、当該法人より説明を受けた後、

質疑応答等を行いましたが、現指定管理者

としての実績や、社会的貢献度及び重層的
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な支援体制の構築に向けたビジョン等が評

価され、合計点数 106点、得点率は 75.7％

でございました。 

最終的に選定委員検討部会の委員それぞ

れ各７名の合計点数により、社会福祉法人

豊悠福祉会を第１候補者として決定し、指

定管理者として今回の議案に上程したとこ

ろです。 

説明は以上でございます。 

よろしく御審議賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

はい。管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

管野です。 

就労支援Ｂ型を実施されるっていうこと

なんですけれど、現在Ｂ型で経験を積み、

自信をつけてＡ型事業所へステップアップ

する、そういうふうな教育っていうかね。

そういうふうな事業にはなっているんです

か。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

生活福祉部、浅海でございます。 

このＢ型からですね、個別の契約雇用関

係になりますＡ型に移行される方がですね、

実際にちょっと今現在いらっしゃるかどう

かちょっと分かりませんが、できるだけそ

のような形で促していけるようなサービス

の展開をですね、希望しております。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

ここに通っている方で、ちょっと気に入

らないというか、合わなかったからって言

って出ていきはった人、私は知っているん

ですけどもね。そういう受け皿っていうの

をちゃんと紹介されているんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

はい。生活福祉部、浅海です。 

ちょっと利用をされなくなって、よそへ

といった場合にこういった事業所、よそに

はありますよという紹介をちょっとしてい

るかどうかちょっと私も今把握はしており

ませんが、何かもちろんこちらの福祉相談

支援室等でですね、お問い合わせがありま

したら、他の事業所も御紹介はさせていた

だくところでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

次のシートスもそうなんですけども、こ

の施設の老朽化っていうのは監査委員さん

に指摘されていると思うんですけれど、そ

れでもここが受けるって言ってくれはった

のはとてもありがたいことだと思いますが、

今後、こういうことを誰が分担してやるの

か、たんぽぽの家さんじゃないわ、豊悠福

祉会さんがやるのか、豊能町でやるのかと

いう、そういう協議がされていますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

生活福祉部、浅海でございます。 

そうですね。基本的にはですね、協定を

した中でリスク分担を決めております。 

その中で基本的な建物自体の構造であり

ますとか、躯体それ自体に関する大規模な

修繕とかですね。そういったものについて

は、両者で協議をするという取り決めにな

っております。その協議の中で、その内容

の状況によって協議をして、その負担を考

えていくと、こういった規定になっており

ます。 
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○委員長（寺脇直子君） 

はい。管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

総括質疑で、町内が 11 名、町外が７名

ということです。別にそれが悪いというわ

けじゃなくて豊能町の人も、例えばくりの

み園でお世話されているとかそういうこと

もありますから、広域行政っていうかそう

いうのをどのようにお考えですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

生活福祉部、浅海です。 

そうですね。広域的な利用ということも

あるかなとは思いますが、利用者の方々の

個人個人のですね、特性とかですね、それ

から家族さんの御意見、それからその施設

に利用される方がといいますかね、ちょっ

と合うか合わないかというところも非常に

大きな要素かなあと思っておりますので、

必ずしも当然利用者、それから御家族さん

の生活される上で、利便性の高いところも

考慮をされることかなと思っておりますの

で、皆さん、それぞれの方が一番マッチす

るような施設のほうで御利用いただけると

いうことが一番いいのかなというふうには

考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

ないようでしたら。 

はい。管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

障害者福祉計画の中で、Ｂ型の事業所の

実績値っていうんですか、工賃の実績値っ

ていうのはすごく低くて、今大分上がって

るみたいですね、国のほうで、こういうふ

うにちゃんとこんな少ない額でと思います

けれど、そういうことをしっかりと運営さ

れているのか。働く喜びにもつながると思

うので、そこのところをお聞かせいただけ

ますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

生活福祉部、浅海でございます。 

そうですね。利用される方の実際の作業

のですね、工賃というのは、今委員おっし

ゃるように、やっぱりやりがいにもつなが

ってくるかなと思っておりますし、それか

ら昨今のこの賃金の上昇とかですね、物価

上昇ということもありますので、そういっ

たことは必要かなと思っております。 

それから申請されてきた提案の事業者さ

んのほうも、今後そういった工賃の上昇に

ついても考慮していきたいということも述

べておられましたので、そこはそういう形

に、そういう流れになっていくのかなとい

うふうには考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

はい。林委員。 

○委員（林 和利君） 

林でございます。 

管野議員が言われたような工賃っていう

部分で、利用者さんが作ることに対しての

この喜びという部分も今おっしゃってまし

たけれども、またそういった２者の表を見

てても工賃向上のための取組っていう部分

で 49 点と 47 点というふうにありましたけ

ども、現状今たんぽぽの家を御利用されて

いる利用者さんで本当にどういうものを作

成されて、どんだけの収入があるというか、

もう何か外に訴えられるような、そういう

部分っていうのはあるんでしょうか。利用

者さんが作成したものとか。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 
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生活福祉部、浅海です。 

今現在ですね、たんぽぽの家で御利用い

ただいてる方がですね、どういったものを

作られてるかというところですが、ちょっ

と私も今すぐにちょっと即答できないとこ

ろがあるんですが、例えば町の花なんかを

ですね。これやな、はい。町の花なんかを

ですね、公共施設に置いてもらったりです

ね。それからあと作業としましては、そう

ですね。アルミ缶のこれは作ってるという

わけではないでしょうけれども、アルミ缶

のプレスの作業を通じてですね、それも一

定の収入といったところにも反映されてい

るのかなと思っております。それからです

ね、あとはですね、タオルセットを何かの

作業についても、受注をしているというこ

とと、そうですね。あとキッチンカーです

ね、イベントのときにキッチンカーもそこ

に出展させて販売をしてるといったことも、

今実際になさってることかなあと思ってお

ります。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

林委員。 

○委員（林 和利君） 

はい。ありがとうございます。 

キッチンカーが出たときに、そこの作ら

れたものを販売してるというようなことだ

というふうに思いますし、利用者さんが本

当に楽しんで通われて、そういう作業をで

きるような、指定管理者様のほうにもです

ね、もうここにあるように工賃向上のため

の取組ということで、利用者さんはもう他

のところ、御飯が好きとか、そういう作業

が好きとか、という部分がやっぱりメイン

になってくると思いますんでね。そういっ

た利用者さんのためにも、なかなか質を上

げていくっていうものは難しいかもしれま

せんけども、楽しみが増えるような、そう

いうものもですね、そういう管理者さんの

ほうに要望していいただき、また生活介護

でされてる利用者さんなんかにもしっかり

とケアを管理者さんのほうにもお願いした

いというふうに経験豊かなところだとは存

じておりますけれども、その辺も町のほう

からしっかりと訴えて利用者さんがよりよ

い生活を送れるような、そういうものを求

めてきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

ないようでしたらちょっと。 

今回のこの採点結果ですね、これは公表

する考えはあるのかどうか伺います。 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

生活福祉部、浅海です。 

この採点の結果はですね、ちょっと指定

管理の担当課ともあれなんですが、今のと

ころ、採点の結果自体は公表はしてなかっ

たかなと思っておりますが、あとただこれ

決まったと、議決をいただいたということ

につきましては、ホームページでもお知ら

せをさせていただく予定になっております。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

どういう基準で採点みんなされるのかな

と思って。経営の安定性ですごい差が出て

るんですよね。豊悠福祉会さんは 59 で、

もう一方の方は 35。これ何を基準にそう見

てるのかなというのは、どういう専門家目

線で何を、いや皆さんが会計士とかみんな

均等に見てこう出したのか。ていうところ

が全く見えない。どういう数値の根拠があ

ってこれを判断されたのかっていうのも一

方で収支に関しては、逆にＢのほうがいい
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んですよね。 

この説明をまずお願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

はい。生活福祉部、浅海でございます。 

そうですね。まず経営の安定性、継続性

といったところにつきましては、運営体制

ですね、やはり今現在ですね、豊悠福祉会

さんが指定管理者として運営をされてます

ので、その実績も含めて信頼があったとい

うのは、やはり否めないかなと思っており

ます。それとですね、先ほどおっしゃられ

てました収支計画、最初の説明のところで

も申し上げましたが、逆に収支計画のとこ

ろだけは、申請者Ｂの候補者のほうが得票

はあったというところであります。 

ただ、これはですね、実際にですね、ち

ょっとお待ちくださいね。 

収支計画のほうがですね、申請者Ｂのほ

うが高かった理由ですけれども、議論の中

でですね、指定管理料の縮減が、申請者Ｂ

のほうは縮減が図られていたんです。ただ

し、それがですね、計画書に反映記載され

てる。その人件費の総額でありますとか、

サービスの水準をしっかりと維持した上で

の人員配置と実際の運用ができるのかとい

ったところで、委員の中でのちょっと疑問

が非常にあったと。実際には予算としては、

非常に削減された予算でできてたんですが、

人の配置をされてる中で、この配置でその

ようなことができるのかと言った疑問があ

りました。 

それに対して、豊悠福祉会のほうはです

ね、大規模修繕の計画をですね、収支計画

の中に入れられていたせいでですね、収支

としてはマイナスになっているような年が

ありまして、それをちょっと法人としてど

う考えるかといったこともお話が、議論が

ありましてその結果、ちょっと収支計画で

逆に申請者Ｂのほうが高かった、高くなっ

たということではありました。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

当然ながらＢのほうの実績っていうのは、

他でされてるっていうことの、そこら辺は

把握はされてるんですよね。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

はい。生活福祉部、浅海です。 

現在ですね、町内でも事業所、３事業所、

申請者Ｂのほう、法人さんはですね、町内

でも事業を展開をされております。 

その実績はもちろんあるんですけれども、

その中で現在の指定管理者がやってる実績

とですね、比較し、総合的に審査したもの

が、この審査結果の採点表ということにな

っていると考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

行政として大事な透明性の部分とかが、

これまたＢが勝ってるんですけど、こうい

ったところを、ここの内容を見ると第三者

機関を設置してっていうところも書いてあ

るんですけど、その足りない部分とか、そ

ういうのはどういうふうに改善を求めてい

くのか。このままの流れでいっていいです

よなのか、100 には全然足りてないですよ

ね。そしたらそれを 100 に目指すように、

年度ごとにこういう取組をしなさいってい

う指導ができるのか、できないのか、もう

このままでずっといくのかそこをお聞かせ

ください。 

○委員長（寺脇直子君） 
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浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

生活福祉部、浅海でございます。 

そうですね。５年間の協定ができました

らですね、毎年それ単年度の協定も契約を

するということになってございます。その

中で、実際に事業を運営した後にですね、

報告書、それから決算書等々のですね、報

告をしてもらうことになっております。こ

ちらについては必要なものについて、町の

ほうから、このようなものを出してくださ

いとか、そういったことももちろんできる

ことになっておりますので、今委員がおっ

しゃったようなことも反映させていけるよ

うにしたいなと思っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

まず今年度、この豊悠福祉会さんを選ん

で、まず何を求めますか、満場一致の 100

じゃないわけですよ。足りない部分という

のは、まずこういうことをしてくださいと

いう指導はできますよね。そういったとこ

ろで、どこら辺をまずはしてもらおうと考

えておりますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

はい。生活福祉福祉部、浅海です。 

今ちょっと具体的にどの部分ということ

はちょっとまだ私も今すぐにはちょっと思

いつかないところではございますが、今年

度はこれで５年が満了しますので、その中

で５年間を総括した中でこういったことを

よりステップアップしていってほしいとい

ったことは、お話をしたりですね。それか

ら必要なものを求めたりしていきたいなと

いうふうに考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

当然、選定委員会の方で出た課題なんか

全部把握されてますよね。 

それを全部いきなりぶつけてここら辺が

足りませんわ、なくても初年度ですから、

一番ね、やる気に満ちているところですか

ら、ここら辺が足りなかったんでこういう

ところをまず改善してください。ていうと

ころは、もう随時言っていく必要があると

思いますよ。それ１年待ってじゃなくて、

まず今回選ばれましたけど、皆さんが全員

賛成で満場一致で 100 点満点でっていうわ

けじゃないんだったら、ここら辺は改善し

てください、ここもしてくださいっていう

ことは言える関係性じゃないと、正しく透

明性の部分を含めても、何かあったときに、

町の監視が届かないとかそういうことにつ

ながりかねないんで、そこら辺は是非とも

言っていただきたいと思いますがいかがで

すか。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

生活福祉部、浅海です。 

そうですね。今委員おっしゃられたこと

をですね、議会の御意見としても、こうい

ったものが今回の指定管理の議案について

は、御意見をいただいてたということを踏

まえてですね、しっかりと指定管理者のほ

うとより、今回のこの採点の中で、比較的

ちょっと評価が低かったところについては、

より改善してもらうようにこれから働きか

けていきたいと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

はい。是非よろしくお願いします。 

それで、今回、前回１者だったというこ
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とで今回、募集の幅、範囲を広げられたと

いうことは評価するところではあるんです

が、産経新聞って言ったら所在地どこです

かね、まずちょっとお聞かせください。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

産経新聞の事業団ですね。 

本部は大阪市内というふうに把握してご

ざいます。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

だと思います。いやだったら、大阪市の

ほうも広げるべきかなと。その前に広げた

結果、とりあえず３者、１者は違ったとし

ても２者来られて、２者でよかったという

感想ですか。やっぱり少ないなあっていう

感想ですか、どちらでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

生活福祉部の小森でございます。 

まず１点、産経新聞厚生文化事業団のお

話です。これは従前、豊悠福祉会さんに指

定管理をさせていただく前に、産経新聞さ

んにやっていた実績ございます。本部は確

かに大阪市内であるんですが、福祉事業を

中心的に展開してますのは、池田市、能勢

町、豊能町も以前ありましたということで、

産経新聞さんも入れさせていただいたとい

うことでございます。 

二つ目の点でございますが、今回、近隣

のところにも声かけをさせていただいたん

ですけれども。結果的に二つであったとい

うことで、感触的には当然たくさんあると

ころから一つを選ばしていただくほうがい

いかなというふうに思っています。引き続

き、次回に向けまして何ができるかという

ことはあるんですけれども、基本は今のベ

ースを踏襲しながら、範囲を広げていくの

かどうかについても検討したいなと思って

ございます。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

是非広げてください。広げないとね、や

っぱり２者からの１者よりも、やはりもう

３者、４者あるほうがこういうこともでき

るんだっていう新たな気付きにもつながる

と思うんで、是非そこは５年後になる話か

と思いますけども、拡大して発信のほうを

していかないと、なかなかちっちゃい自治

体っていうのはね。先ほどもそうですけど

も、なかなか見てもらえないとか、ていう

ところがあるんで、是非ともそういう情報

発信なんかは広げていってください。 

○委員長（寺脇直子君） 

答弁はよろしいですか。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

そしたら私のほうから２点ほどちょっと

質問します。 

先ほどキッチンカーの出店とかいう話も

ありましたけども、このたんぽぽの家が果

たすべき機能ですね、これ生活介護とかキ

ッチンカーとか地域交流とかあると思うん

ですけども。重要視してる点って、どこな

んでしょう。重視してる項目というか。 

はい。浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

生活福祉部、浅海です。 

町が重要視してるということでしょうか。

町が重要視しているというのは、まずはや

っぱり障害を身体であったり、知的障害で

あったりですね、そういう方々の雇用とい

いますか働きがいであったりですね。雇用

形態はとってるわけではないんですが、居
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場所づくりであったり、それが生活の張り

合いになってですね、地域で生活していけ

るといったことをできるだけフォローして

いくといったものが、この授産施設として

のたんぽぽの家の目的かなあと思っており

ます。 

あと、事業所さんがそれぞれですね、一

番メインといいますか、目的にされている

ものは地域交流であったり、先ほど言いま

した利用者の方々の生活の生きがいであっ

たりですね、そういったものが、本来この

事業の目的かなあというふうに考えており

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

これは豊能町の全体の福祉計画との関連

っていうのは、どういう整合性について伺

います。 

はい。浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

生活福祉部、浅海です。 

豊能町の福祉に関連する計画としまして

は一番最上位にあるのが地域福祉計画とい

うものがございます。 

その中にですね、その下に障害お持ちの

方の障害者福祉計画なんかもその下に入っ

てございますが、やはり共通して考えられ

るのは、地域で安心して生活ができるとい

ったことかなというふうに思ってございま

す。その中で労働したりですね、人と交流

したりといった中で、地域福祉、障害福祉

も向上していけるというふうなことかなと

いうふうに考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

はい。永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

なぜこのメンバー選定委員会で、なぜこ

のメンバーを選ばれたのかお聞かせくださ

い。 

○委員長（寺脇直子君） 

田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

はい。おはようございます。 

総務課、田中です。 

この選定委員会の組織の構成につきまし

ては、委員会の規則というのがございまし

て、そこで定めておりまして、このメンバ

ーとしておるところでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

これは指定管理を求めるところが、福祉

関係であろうが教育関係であろうが何でも

関係なくこの委員となるということですか。

やはり目的が違うと、当然変わってくるか

なと思うんですけど、そこら辺の区別はな

いということですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

はい。総務課、田中です。 

現状はですね、施設ごとに決めておると

いうわけでございませんで、全体としてこ

の委員会の規則の中で運用しておるという

ところでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

というのが先ほどの評価を見ると、いろ

いろ収益・経営のこととか、事業のことと

かいろいろ多岐にわたってますよね。でも、

それに学識経験者、この人は全てを把握し

た人ということで理解してよろしいですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

はい。生活福祉部、浅海です。 

この学識委員のですね、秦 康宏先生で
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すけれども、こちらの秦先生はですね、大

阪大谷大学の人間社会学部の心理福祉学科

の教授でいらっしゃいます。 

御専門はですね、社会福祉学、高齢者福

祉、それからソーシャルワークにも造詣が

深く、社会福祉士、それから介護支援専門

員、介護福祉士の資格もお持ちでいらっし

ゃいます。こういった御専門でいらっしゃ

いますので、当然利用者の方の利益権利と

かですね、そういったことにも精通なさっ

てるというふうに考えてございます。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

そこは目的別で変えていくんですよね、

学識経験者の方は。そしたら他の委員さん

もそういう形で選ぶべきじゃないんですか。

そこの他の委員さんは普通に各部長が並ぶ

っていうことで学識経験者だけがその専門

性の方を呼んでくるということになります

けど、もしそういう今の理事がおっしゃら

れるような感じでいけば、他の委員さんも

そういった何か、経営に関してはこういう

専門の人を入れようか、福祉に関して専門

の人を入れようか。やはり指定管理を求め

る目的に応じた委員の選定っていうものが

必要かと思いますけど、それはいかがです

か。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

はい。田中です。 

現状ではですね、学識経験者以外の委員

につきましては部長級、それから副町長と

いうところで運営をしておるんですけども、

全員協議会のときにもですね、住民代表を

入れないのかというような御意見もござい

まして、そういったところも今後検討はし

ていかないといけないなというふうに思っ

ているんですけども、専門性とか客観性、

それから公平性の確保ですね、そういった

ところをちょっと考慮しながら、ちょっと

この検討させていただきたいなと思ってお

ります。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

ですがって言われると言わないといけな

くなってきた。指定管理者をする目的は何

でしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

はい。総務課、田中です。 

指定管理者制度におきましては、本来競

争原理を導入することでですね、サービス

の向上であったりですとか、経費の削減と

いうところを図るというところを目的とし

て行っている制度でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

そういう点から考えると、やはり当然公

平性は重要かもしれませんけども、サービ

スの向上とか、どちらかというと民間企業

のほうが得意としている分野のことが並ぶ

かと思うんですけど、そうすると行政の部

長の方が並ぶよりも、そこに民間企業出身

者であるとか、利用者の代表であるとか。

でも、今回のたんぽぽの家なんかに関して

いうとやはり公益性が高い事業かなと思う

んで、そういう布陣でもいいかもしれませ

んけど、目的に応じて、やはり収益性を高

める。次のシートスなんかはどちらかとい

うとそうですよね。いろんなとこにスポー

ツ施設がある中で、あえて町でやろうとし

ているわけですから。収益性の部分を求め
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ていかないといけない。でも、たんぽぽの

家なんかは、どちらかというと福祉的なも

の要素が強いっていうところで、やはり指

定管理を求める目的に応じた選定が必要か

と思いますけど、そこら辺のお考えは副町

長いかがですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

すいません。全員協議会からずっと指定

管理者制度の委員会のあり方についてはい

ろいろ御意見ちょうだいしてるところでご

ざいます。先ほど、田中課長のほうが申し

上げましたとおり指定管理者制度っていう

のはやはりその民間のノウハウを生かして、

住民サービスの向上あるいは経費の節減、

こういうことを図ることを目的として導入

されているものでございまして、そこのと

ころ我々がどう評価するのかというところ

がございまして、今まではですね、先ほど

申し上げましたように指定管理者制度に関

する基本指針というの我々設けさせていた

だいておりまして、その中で選定委員会な

り検討部会はこういう方で構成していくと

いうところで決めさせていただいておりま

して、それに従って運用してきたというと

ころでございます。 

ただ、全員協議会のときでもそうですが

住民の意見、利用者の意見どうやって聞く

のかと。今おっしゃっていただいてるよう

な収支のところですとか、経営のところと

いうのは確かに我々不勉強なところがござ

います。それを検討委員会の中の委員とし

てそこを評価していただくのか、それかま

た別のところで、そういう専門家の意見あ

るいは利用者の御意見というのをお伺いし

た上で、それをこの評価のところに反映し

ながら、検討委員会の中で、それぞれの応

募しいただいている業者の評価をしていく

とか、いろんなやり方があると思いますの

で、そこんところは今御指摘いただいたよ

うな点も踏まえましてですね、これから委

員会のあり方については、工夫して検討し

ていきたいというふうに思っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

是非ともお願いします。これ僕も何回か

言ってるんですよ。それが何がちょっと不

信感かっていうと、全く引き継がれてない

んですよ。その時も考える、と言われまし

たんで、そこは本当に引き継ぎって本当に

当たり前のことなんで、そこら辺は丁寧に

やっていただきたい。できたら、最初は僕

は利用者だけでいいと思ってたんですけど、

それで利用者が入れば次にいろんな専門性

のところって言って、徐々に広げていった

らいいかなと思ってたんですけど、そこが

利用者がまず入ってこないんで、それだっ

たらもう最初からひっくるめて、やはり目

的に応じた選定委員の選定というものを是

非考えていってください。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

答弁はよろしいですか。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

それでは質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

挙手全員であります。 

よって第 59 号議案は、原案のとおり可
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決されました。 

ここで 12 時回りましたので休憩に入り

ます。 

再開は 12 時 50分といたします。 

（午後 0 時 02 分 休憩） 

（午後 0 時 50 分 再開） 

○委員長（寺脇直子君） 

それでは休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

はい。髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

午前中に永並委員から御質問いただきま

した、こども誰でも通園制度につきまして、

吉川保育所で実施しない場所としたことに

ついての御説明を申し上げます。 

来年度、吉川保育所の状況につきまして

は、定員を 90 名としているところ入所の

希望者は 118 名でございます。 

また、担任、副担任、支援員など、日中

の保育に必要な保育士の数は 27 人である

と想定しております。その他、早朝・延長

の保育士なども必要な状況です。今年度、

吉川保育所におきましては、正職員、会計

年度任用職員で必要な人員を確保すること

ができず、派遣職員合計７名を配置してい

る状況です。来年度、正職員に加えて応募

者がないために新たに会計年度任用職員の

任用ができない場合、保育所のもともとの

業務に加えて、こども誰でも通園制度の保

育士を配置する必要があるため、新たに派

遣職員を増員する可能性も生じてくるとい

う状況でございます。こういった状況も踏

まえまして、吉川保育所で実施するのは困

難であるというふうに判断をしております。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員、よろしいですか。 

はい。それでは第 60 号議案、指定管理

者の指定についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。生涯学習課の中谷です。 

議案書 26 ページをお開きください。 

それでは第 60 号議案、指定管理者の指

定について提案理由を御説明申し上げます。 

本件につきましては、豊能町立スポーツ

センターシートスの現行の指定管理期間が

今年度末で終了することから、来年度以降

も、地方自治法第 244 条の２第３項の規定

による管理を行わせるものを指定したいの

で、同条第６項の規定に基づき、議会の議

決を求めるものでございます。 

着座にて説明させていただきます。 

今回提案いたします指定管理者はＴＡ

Ｃ・日本管財共同企業体であります。代表

団体は東京都中野区中野二丁目 14 番 16 号、

株式会社東京アスレチッククラブ、代表取

締役 正村 宏人氏であります。構成団体

は、兵庫県西宮市六湛寺町９番 16 号、日

本管財株式会社、代表取締役 福田 慎太

郎氏であります。 

また、指定管理期間につきましては、令

和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日ま

での５年間でございます。 

提案理由としましては、豊能町立スポー

ツセンターシートスの指定管理者を指定す

るものであります。 

それでは、具体的な内容につきまして御

説明させていただきます。スポーツセンタ

ーシートスにつきましては、平成 11 年度

から指定管理者により指定施設の運営をし

ておりますが、現在の指定管理期間が令和

８年３月 31 日に満了することから、新た

に指定管理者を定めるものでございます。

指定に係る経過を御報告いたします。 

ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ内にお配りしており

ます資料２を御覧ください。 
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本年の５月に指定管理者の検討部会を立

ち上げ、検討部会と選定委員会を開催し、

選定を進めてまいりました。委員構成につ

きましては、別紙１のとおりですので、ま

た御覧いただけたらと思います。 

９月９日にシートスの、現地施設案内と

説明会を開催いたしましたところ、スポー

ツ施設の運営会社が２者、施設の管理会社

が２者、合計４者の参加がございました。

その後、10月３日から 10月 16日の期間を

もちまして応募書類の提出期間とさせてい

ただいたところですが、最終的に応募書類

の提出のあったのが１者のみでございます。

すいません。１団体のみでございます。10

月に検討部会において、一次審査として書

類審査を行いました。資料３を御覧くださ

い。ＴＡＣ・日本管財共同企業体の得点が

71 点となっております。 

その後、11月の二次審査では、プレゼン

テーションを実施の上、選考を行い、こち

らのほうの得点が 69.86 点ということにな

りました。応募団体は１団体のみですが、

選定委員会において審査の結果、ＴＡＣ・

日本管財共同企業体が適正であると認めら

れましたので、次期指定管理の候補として

決定したものでございます。 

また、ＴＡＣ・日本管財の提案内容につ

きましては、資料４を御覧ください。 

内容の主なものですが、子ども対象事業

につきましては、子ども・子育て世代にベ

ビー親子教室や、定期的なイベントの開催、

成人対象事業につきましては、参加しやす

いように朝・昼・夜の時間体別に事業を実

施。高齢者対象事業につきましては、健康

づくりを熟知した指導員がプログラムを作

成。福祉健康増進事業につきましては、フ

レイルの予防を踏まえた健康体操教室や水

中トレーニングを実施。イベントの実施に

つきましては、四季折々のイベントとしま

して、こどもの日、母の日、父の日、海の

日、バレンタインデー、ホワイトデーなど

の開催。学校・地域団体との連携につきま

しては、シートスまつりの開催。町民のア

ドバンテージの確保につきましては、引き

続き町民の定期的な施設の無料開放を実施

していきますという提案を受けております。 

また、新たな機器の導入としまして、移

動式冷風機の導入ということで、アリーナ

に４台設置いただけるという提案となって

おります。あとキャッシュレス対応券売機

の新設ということで、クレジットカード等

の決済等の対応ができるようになるという

提案をいただいております。 

指定管理料につきましては、次期指定期

間より、学校水泳指導業務委託を行うため

に、指定管理料と学校水泳業務委託料を合

わせて、年に 6,500 万円を基準とし審査す

る。上限額は非公表とし、上限額を超える

場合は失格とするという仕様にしており、

今回、指定管理料と水泳業務委託につきま

して、１年平均で指定管理料が 6,073 万円。

学校水泳指導業務委託料が１年平均で 497

万円。合計１年平均が 6,570 万円という提

案となっております。 

あと、子ども教室の制度変更におきまし

ては、新料金形態により収益を確保すると

いう観点から現行は教室受講料プラス１回

当たりの利用料 360 円。フリーコースはこ

の 360 円は無料でしたが、教室受講料につ

きましては、ジュニア水泳教室・ジュニア

体操教室が 3,050 円。フリーコースは

4,980 円ということで、3,050 円プラス利

用１回当たり 360 円をプラスして現行は支

払っております。変更後につきましては、

教室受講料のみでジュニア水泳教室、月４

回 5,800 円。ベビー乳幼児は月４回 4,000

円、ジュニア体操教室は月４回で 3,400 円。

フリーコースは廃止するという提案になっ
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ております。提案を上回る収入増の場合は、

備品の購入更新、施設の修繕、還元イベン

ト等により還元をいただくという提案にな

っております。以上が今回提案された内容

の主なものです。 

説明は以上でございます。 

御審査いただき御決定賜りますようお願

いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

管野です。 

前回は令和４年４月１日からＴＡＣさん

が見ていただいてるんですけど、前は４年

間ですけど、今回５年になった理由は何か

あるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

時間がかかるようなら。 

はい。中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。生涯学習課の中谷です。 

今回５年としましたのは前回ですね、４

年としておりましたのが、令和８年の学校

等の再編に合わすということで４年にして

おりましたが、今回は、指定管理の委員検

討部会等でも議論があったんですが、指定

管理の期間をもっと延ばしてはどうかとか、

あと、業者によって年数を７年とか３年と

かという提案をしていただいたらどうか、

というところで議論があったんですけど。

そうしますと、審査するのに、なかなか審

査基準が難しいということと、あと、やは

りリース等がおおむね５年ということで、

機器等のリースが５年ということで契約さ

れますので、そういうようなことも含めま

して今回５年がいいのではないかというこ

とで５年とさせていただいたところです。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

先に戻ります。１者しか来なかったって

いうことですけども、どれぐらい広報され

たんですか。以前、東京ドームさんとか来

てくださっていましたけど、そういうとこ

ろまで周知をされたのか、お伺いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。生涯学習課、中谷です。 

今回、前回とあとは別の方法で周知を図

った件につきましては、公募日の 20 日前

から事前告知をホームページで行っており

ます。 

また、大阪府のＯＳＡＫＡ指定管理公募

情報ポータルサイトに情報を掲載し、情報

発信をしております。あと、豊能地区の３

市２町の体育関係の会議におきまして、各

市町の指定管理者に、今回公募を行います

ので情報提供を依頼しております。 

また、その際に各市の状況等のヒアリン

グを行っております。 

また、前回のときの指定管理に当たりま

して、何度もヒアリングした業者や３市２

町の指定管理者にもヒアリングを行うなど

の対応を行っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

ものすごくヒアリングしたっていうふう

に思いますけど、何者ぐらい声をかけられ

ましたか。 

○委員長（寺脇直子君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。具体的には５者でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 
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○委員（管野英美子君） 

次は教育委員会を傍聴していて水泳の授

業をシートスですると、東地区もシートス

でするということを聞きましたけれど、こ

れは業者からの提案だったんですか。ここ

にはそのように書いてありますけれど。 

○委員長（寺脇直子君） 

仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

はい。こども未来部の仙波です。 

シートスプール管理、失礼しました。 

学校の水泳授業につきましては、夏場に

暑過ぎて水泳授業ができないとか、そうい

ったいろいろ課題を抱えておりまして教育

委員会としてもシートスで利用できないか

っていうことを考えておりました。いろん

な、現在の指定管理者等々とも話をちょっ

とヒアリングを行ったりした上で、最終的

に今回の募集要項の中で、この学校の授業

を受けていただくことというところで仕様

に含めて募集を開始したところでございま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

よろしいですか。 

はい。管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今まで指定管理料っていうのが、直営で

やったら１億かかるから 5,000 万とかって

いうのも聞いたことがあるんですけど、

5,000 万、5,500 万で、今回水泳の授業引

いても 6,000 万なんですけれど、これはど

ういう積算なんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。生涯学習課、中谷です。 

前回、お示ししているのは平成 18 年度

の町負担で１億円、約１億円ということで

お知らせして算出をしておりましたが、平

成 18 年度からもう 18 年経過しております

ので、その間の物価上昇や人件費の増加な

どを踏まえて、本来今ですともっとかかる

という試算をしております。 

○委員長（寺脇直子君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

すいません。生涯学習課、中谷です。 

6,000 万につきましては、今回 5,500 万、

今期 5,550 万円の指定管理料となっており

ましたが、令和６年度で赤字額が 500 万円 

程度出ておりますので、それを基準に

6,000 万円と、あと水泳授業委託で 500 万

円ということで 6,500 万円を基準としてお

ります。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

私、何回も不具合とか住民の方から聞い

てるんで、特に一般質問でもやりましたけ

ど、バスケットゴールをつけて欲しいとい

う子どもたちの願いです。それを見せても

らってどんだけ潰れてるかも、中見しても

らって１台しか潰れてないけど３台とも使

えない。それよりねって言って、ボイラー

室連れて行かれて、ここ濡れてる跡がある

やろうって言って、ここもおかしいし、屋

根もあかんしみたいなこと言われて、バス

ケットはもっと順位は低いとかって言われ

たんですね、子どもは１歳ずつ大きくなっ

てんのに、いまだにそのままなんですけど

もね。そういう修理代を、さっきのたんぽ

ぽの家のときも言いましたけれど、どれぐ

らい協議されているんですか。どこまでが

町負担で、どこまでがＴＡＣさんの負担な

んですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 



36 

生涯学習課、中谷です。 

その修繕等につきましては、リスク分担

表を作成しておりまして、経年劣化等によ

る大規模な修繕につきましては、50万円以

上は町で行うということで、50万以下の修

繕は指定管理者で行うというふうなことで

リスク分担表を作っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

物価高騰でいろんな備品が高く値が跳ね

上がってますよね。私、見に行ったとき２

階の音響かな、ラジカセみたいなものは使

ってはりましたけど、そういうのもビニー

ルテープだらけで、とりあえずこれで使え

るからって言ったら利用者がすごい怒って

はったんですけどね。町がそういうところ

もしっかりと見てあげているんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。生涯学習課、中谷です。 

一応、その辺りは具体的にちょっと、そ

こまで具体的にこちらに届いておりません

でしたので、その辺りのところは指定管理

者と協議をしていきたいと考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

はい。内田副委員長。 

○副委員長（内田香織君） 

シートスとても安い金額で利用して助か

るんですけども、でも、いろいろ物価が上

昇している、人件費が上がってるって中で、

料金がなんか安いままで利用している方か

らも安過ぎるわっていう意見も出たり、い

ろんなところがぼろぼろになってる、マシ

ーンが壊れてるとか、ソファーが破けてる

とか、なんかそういうちょっとみすぼらし

いところがあるんであれば、もうちょっと

料金を値上げをして、それは利用者さんも

理解を得れると思うんですね。あまりに施

設がぼろぼろなんで、だから少し料金を上

げてもらって、修繕費のほうに回すことは

できないんでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。生涯学習課、中谷です。 

町のほうで、料金条例で料金設定をして

おりまして、その料金につきましては、今

料金改定等を今後行うかどうかというとこ

ろを町内部で検討しておりまして、その料

金改定により黒字が発生した場合、指定管

理者のほうでいろいろなものの修繕を行う

という提案はいただいておるんですけど。 

まだ今後、料金改定をするのかっていう

ところはまだ未定ですけど、新たな行政改

革案の中で今後検討してまいりたいと考え

ております。 

○委員長（寺脇直子君） 

よろしいですか。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

いや、今の質問で料金改定は条例を変え

ないといけないって言いながら物価上昇の

ことは指定管理料に入れてるんですよね。 

これは、そこを変えなくてもいいっていう

判断ですか。こっちのほうは町民全体の税

金から入っていくお金ですよ。 

でも、料金改定っていうのは利用者が払

うお金ですよ。その利用する人のどちらか

というと、こっちを利用料のほうを先に変

えないといけないんじゃないですか。そし

たら物価上昇があります。それで、ある程

度料金を上げないといけませんが先だと思

いますけど。そこを早急にしない理由は何

でしょうか。 



37 

○委員長（寺脇直子君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。生涯学習課、中谷です。 

内部でですね、料金改定をするのかとい

うところで検討はさせていただいておりま

す。ただ、今回町全体で新たな行政改革と

いうところでやっていったほうがいいので

はないかという判断から、先に料金改定を

シートスのみを行うという結論には至らな

かったということでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

いや、そしたら指定管理料、前のままい

かないと。なぜこっちは上げていくの。ず

っと 5,000 万で来てましたよ。前回のとき

に 5,500 万に上げてます。４年前ですよね。

それぐらい物価上昇というえげつないぐら

い上がってるんですよ。それで今回はまた

500 万ですよね。それで利用者に負担はず

っと同じ額っていうのは合わないんじゃな

いですか。これ利用してない人からすると

すごい不公平になりますよ。そこら本当に

公平性の面からも考えてますか。だって、

これは見えないところ条例改正でできるか

ら指定管理料だからっていうふうに 500 万、

1,000 万上げてますけど、でも行革の利用

料は全体を考えて条例改正しますって言っ

たら、矛盾してませんか。否決して 5,000

万に修正しますよ。 

○委員長（寺脇直子君） 

仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

こども未来部の仙波です。 

今回、令和８年４月からのシートス指定

管理者を選定するに当たりまして、利用料

等についても検討したところでございます。

現行、先ほどから申し上げましたとおり、

人件費が上がったりであるとか、物価上昇

等に伴いましてシートスの維持管理費が上

がっているというところには事実でござい

ます。ただシートス、今現状の施設もかな

り老朽化しておりまして改修箇所もたくさ

ん必要になる。それから、通常の維持管理

の先ほど内田委員からもおっしゃったよう

な、そういう通常の管理部分についても大

分老朽化がきている。その中でどのような

形で考えるかというところで、まず、指定

管理をしていただくのには最低限の運営費

用が要ります。その運営費用の、ようは人

件費分をそういうふうな形で反映させるだ

けでも少なくとも、今現在の 6,000 万円プ

ラスプール授業の 6,500 万というふうにな

るところでございます。 

今後、先ほど申し上げましたように町全

体の利用料を、町全体のそういう利用料と

か使用料を見直すに当たりましては、そう

いうシートスのそういう現在、まだ行き届

いてない部分を少しでも改修できるところ

については、利用者負担分を充当するとい

う形も含めて考えていきたいというふうに

思っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

それを先しないと。いや、どういう内部

での判断を行われているんですか。この指

定管理料は普通に一般財源から出されます

よね。シートスを利用してない人からの負

担も入ってるんですよ。でも、利用料金は

シートスを利用する人が負担していくんで

すよ。そしたら、まずそこは上げた上での

話じゃないんですか。そこを議論をしない

っていう理由が分からないんですけど。早

急に今回指定管理者を募集します、人件費

や物価の高騰から 5,500 万だったのを

6,000 万にしないといけません、それは利
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用料金も改めてちょっと上げる必要があり

ます、筋通るじゃないですか。利用料その

ままで上げていくって言ったら、他は利用

してない人からしたら、いや、利用者その

ままなのに、わしらの税金はそっちに使わ

れていくんだの話になりますよ。それ早急

にできない。やって欲しいんですけどそれ

はいかがですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

はい。こども未来部の仙波です。 

シートスももちろんそうなんですけれど

も、町内全体にいろんな公共施設がござい

ます。シートスも含めまして、その辺りに

ついては利用料をもう一度全体的に見直す

中でシートスについても、同様に考えてい

きたいと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

いつまでに。 

これ本当にその答え出なかったら修正し

て 5,000 にしますよ。そういう話ですよ。

だって、一般財源から全町民から利用して

ない人からの税金も入れる金額ですよ、利

用者は全く負担変わらない。合わないでし

ょ、説明つかないですよ。それで利用料金

は以前から、見直せ、見直せっていうのは

議会からも何回も出してますよ。それじゃ、

もうなかなか全体を見回してっていうとな

かなか進まないんであれば、こういうふう

に特定の施設を利用するところからでも利

用料金を見直していったらどうですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

こども未来部、仙波です。 

先ほど申し上げましたように、この新し

い行財政改革の中で、シートスについては

見直すように考えてまいります。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

それはいつですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

いや、こういう指定管理料って行革の見

直しをしました、利用料を変えましたって

いうのと、指定管理料はちょうど指定管理

者を募集するときはちょうどいいタイミン

グじゃないですか、新しい事業者これから、

また５年間やりますってのは、それはもう

ばらばらで動いてますよね。そしたら、利

用料というのはそれに合わせてやったほう

が一番利用者として分かりやすい気もしま

すよ。いやいや、それまでに利用料金、絶

対見直してくれてたらいいんですよ、物価

上昇がすごいですねと。昨今いろんなお店

でも、食材とかいろんな燃料費が上がって

物価で渋々値上げしましたとかって言って

る中だから、今って上げるのって自然です

よね。そういった中でもさわらないと、財

政難て言っててもさわらない豊能町ですよ。

そしたらこういうタイミングで、ちょっと

ずつでも利用者に応分の負担を求める上で、

こういう改正を早急にしていきますぐらい

は、お願いしますよ。それないとなかなか

一般財源から普通に過去４年間で 500 万上

がってまたこの５年間は 500 万上がるって

いうことですから、なかなか、はい、そう

ですか、頑張ってくださいにはなりません

よ。 

○委員長（寺脇直子君） 

仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

こども未来部、仙波です。 
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委員おっしゃるとおり、シートス利用料

につきましては、利用料の見直しを早急に

行ってまいります。 

○委員長（寺脇直子君） 

よろしいですか。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

ないようでしたら、ちょっと私のほうか

ら質問します。先ほど 500 万の赤字が出て

るっていうことですけど、この赤字の原因

っていうのは何なんでしょうか。 

はい。中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。生涯学習課の中谷です。 

まずは利用者の減少ということなんです

けど、平成 29年には 19万 2,000人、約 19

万 2,000 人で、順番に 30 年で 18 万 5,000

人。令和元年で 17 万 2,000 人で、令和２

年度はコロナ禍によりまして 13万 2,000人

まで落ち込み、13万 2,000人で令和３年度

につきましては 12 万 3,000 人まで、一番

落ち込んだところがそちらで、令和４年度

には若干回復がありまして、15万 8,000人

で令和５年度が 16 万 2,000 人。令和６年

度で 16 万 2,000 人となって横ばいに若干

戻ってはきておりますが、利用者が一番多

かったときと比べて、３万人程度減少して

いるということが大きな要素だと考えてお

ります。 

○委員長（寺脇直子君） 

赤字が起こってることが３万人ほど減少

してるっていうことなんですけども、この

先ほど他の皆さんの委員の質問にもありま

したけど、非常に施設も全体的にものすご

い老朽化してますし、利用者も減少、３万

人減少してるということですけども。こう

いう課題に対して、指定管理者はどうのよ

うに改善するっていう提案とかはあるんで

しょうか。 

はい。中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。今回の提案では、子どものですね、

プールの教室利用料の増額ということで、

そちらによりまして、指定管理料をできる

だけ縮減する方向で提案を受けております。 

○委員長（寺脇直子君） 

やっぱり施設がものすごい老朽化してて

全体的にぼろぼろになってるっていうとこ

ろで、他市町村にもたくさんスポーツ施設

ありますし、全体的に本当に老朽化してま

すので、そういうところでも利用者数が減

ってきてる原因だと思うんですね。ですの

で、やっぱりこれからその赤字にならない

ように、どうやって利用者を増やしていく

のかとか、こういったシートスの課題につ

いて、指定管理者としっかりと協議をして、

改善していくように努力していって欲しい

と思います。 

ほかに質疑ございませんか。 

はい。永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

先ほど中谷生涯学習課長が、6,000 万が

他市町村より安いということですけども、

他市町村でこの規模クラスで大体指定管理

料ってどれくらいで行われてますか。 

分かれば教えてください。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。生涯学習課、中谷です。 

実際に類似施設は、何個あるかというの

は分かるんですけど、類似施設で東京アス

レチッククラブが指定管理をしております

のが 24 施設あるんですけど、施設により

まして体育館だけであったり、総合的な施

設シートスと同等というのが、なかなか見

つかるというか、指定管理料につきまして、

他市の状況等はその施設によって変わりま

すので、豊能町以外のところで 6,000 万と
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いうのは実際のところつかんでおらない状

況です。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

6,000 万が安いということで、現実に多

分安いんだと思いますんで、結果的に１者

しか来られてないんで、前回も 5,000 万か

ら安過ぎで 5,500 万にしてようやく１者で

したから安いんだと思うんですけど、これ

から多分もっとしんどいことになってくる

と思います。そしたら、例えばプールでは

どれくらいかかっている、ジムではどれく

らいかかっている。個別にちょっとずつそ

れぞれの料金を分けてでも判断して、類似

施設と比べてどうなのかっていうのを客観

的に誰もが高いってなっても、うちのシー

トスはこんだけの施設があるからこの値段

ですって言えればいいだけなんですよ。他

の施設よりみんなから高いって言われても

ね。だから、他のところと、そういうふう

に客観的に調べられる数値というものを持

っておかないと、それをもって募集のほう

に反映していかないと。本当にこれ１者い

なかったらどうなるんですか。 

お聞かせください。 

○委員長（寺脇直子君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。生涯学習課、中谷です。 

もし指定管理者として応募がない場合、

実際にそうなりましたら、まずその直営に

戻すという判断もあるんですけど、そうな

りますと、先ほど言いましたように、１億

円、18年前の１億円の予算を支出しないと

いけないということになりますので、指定

管理者がない場合、ちょっと運営が難しく

なっていくかなというところと考えており

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

多分そうなるんですよ。 

それでお願いしたいのは、疑問に思わな

いですか。自分たちがやったら１億円かか

ってたものが、民間企業にいったら 5,000

万でできた。ここに疑問点持たないと。だ

って今、当然のように 18 年前の１億円だ

けど、こんだけずっと 18 年指定管理でし

てくれてるんだから、本当は町はその運営

のノウハウを貯めておかないといけないん

ですよ。なぜ我々がやったら１億円で、民

間企業がやったらこんだけ安くいけたのか

っていうところは、ただの人件費だけの部

分なのか、どういうことが違うのかってい

うのは全部把握しておく必要があるんです

ね。それを把握しておけば、もしかしたら、

この地方って本当にこういう業者がいなく

なる可能性があるんで、いなくなったとき

に本当に利用者にある程度手続とか管理の

ほうを任せて指導員なんかを直接雇うとい

うような形も考えていかないといけないか

もしれないんで、是非とも行政のほうには、

直営にするとまた１億円ぐらいかかるから

やめないとっていう判断は、それは安直す

ぎるんで、そうならないために、もう既に

ある程度のノウハウは、この５年間でもい

ろいろ打ち合わせをして見に行くなりして、

こういうところをしてた、こういう別にそ

こがいなくなっても職員でできるぐらいの

マニュアルは作ってもらいたいと思います

けど、そういう考えはないですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

生涯学習課、中谷です。 

やはり町の職員でそこまでのところとい

うところは、運営するというのは、なかな
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か難しいのではないかなあというふうに考

えております。ですんで、指定管理者と今

後、いろいろ修繕や、その収支状況を相談

しながら、その指定管理者に何とか指定管

理を続けていただけるような形を考えてい

けたらと思っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

多分、直営だとしんどいんだと思います

よ、今の考えだと。でも、どういう内容を

してるか、どういうことをしてこの値段が

かかっているか、例えば事務手続にはこれ

くらいの人数がいてこういうことをして幾

ら幾らかかっている。プールではこれくら

いして水道、水、監視員がいて指導員がい

て、これくらいかかっているっていうのが

明確に分かっていれば、ここはもしかした

ら住民さんで賄えるよねっていう判断にな

るかもしれないですね。そういうその最悪

な事態が起きそうな状況になってきてるん

で、そこら辺の準備を今のうちからしてお

かないと。だから是非とも指定管理って言

ったら何か任したらそれで終わりっぽく、

行政的には財政的に負担が軽くなったから

それでいいよねじゃなくて、任してからも

本当に何をしてるか、なぜこんだけのサー

ビスがこれくらいの金額でできてるのかっ

ていうもののノウハウ的なものは吸収でき

るようにしてもらいたいんですけど、副町

長いかがですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

シートスの運営っていうんですか、管理

運営につきまして我々人口が減少して、高

齢化が進んでる中で、大変厳しい状況にあ

るという認識しております。これからます

ます人口が減っていく中で、果たしてこれ

だけの規模のスポーツ施設、センターです

かね、温水プールやりながらアリーナも管

理していくとなかなか厳しい状況にあるな

というふうな認識を持ってます。当然、施

設も老朽化してきておりますので、その施

設、機械設備ですとか、バスケットゴール

がなかなか買えないという厳しい現状もご

ざいますし、そこんところも運営もそうな

んですけど、施設自体の維持管理をどうし

ていくのかっていうところが、これ一番ち

ょっと気にかけているところでございます。 

施設の今回指定管理する、その管理運営

というところにつきましては、民間のノウ

ハウをこれまでも学びなさいということを

ずっと言われ続けておりますので、今回、

５年間ございます。その間にいろんなノウ

ハウっていうんですかね、企業の経営のや

り方っていうのは、こちらのほうでも学ば

せていただきながらですね、５年後に一体

どういう状況なってるのかっていうところ

も想定しながら、危機感を持ちながら今後

シートスの管理運営については関わってい

きたいというふうに思います。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

それはよろしくお願いいたします。 

いろいろ方法はあるのかなと、今スポー

ツ施設のあり方ってすごい変わってきてる

んで、ｃｈｏｋｏＺＡＰのようにちっちゃ

いところでジムだけをして、そこは無人で

あったりとか、それだったら空き教室を作

っていろんな地域にぽんぽんぽんと置くだ

けでどうかならないのかとか、いろいろス

ポーツ施設もでっかいところで、そこに来

てもらってやるっていうスタイルからもう

ちょっと大きく変わってるんでそうすると

もうジムはそっちに委託、そういう形にし
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てプールだけを維持すればいい、アリーナ

だけを維持すればいいという考えも出てく

るんで、そこら辺は選択肢は出てくると思

うんで、お願いしたいのは本当に準備をし

といてください。いろんな最悪の想定を踏

まえてなんか豊能町本当に準備のほうがで

きてないんで、こうなったときに、あたた

たたーって、やっつけでやってるようなと

ころがあるんで是非ともそこら辺は、この

５年間でよろしくお願いします。 

それで今回１者なんですけど、これ前回

の得点というのは分かるんですか。前回と

同じ採点方法って基本一緒ですよね。でも

一緒じゃなさそうな気もするんですよ。昔

やったとき３者ぐらいがずっと並んでもっ

と細かく項目あったような気がするんで。 

○委員長（寺脇直子君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

生涯学習課、中谷です。 

前回の検討部会の審査の平均点が 67.6

点で、選定委員会の平均点が 68.13 点でご

ざいます。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

この指定管理のこの評価選定基準って、

これ目的別でやっぱ変えてますよね。さっ

きは管理運営の方法、経営理念みたいなと

ころも入ってたんですよ。今回はない。管

理運営の考え方だけですよね。ここら辺は

統一されないんですか。ここら辺はもうそ

れぞれどこでどういう形で考えている。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

はい。総務課、田中です。 

この選定委員会におけます選定の中でで

すね、選定の基準というのがあるんですけ

ども、それぞれ施設によって示しているん

ですけども、その大元になってますのが基

本指針というのを選定基準を定める前に基

本指針というのがございまして、その基本

指針の中では大きく５項目を決めておりま

すんで、申し上げますと住民の平等な利用

の確保及びサービスの向上が図られること

でありますとか、事業計画の内容が施設設

置の目的を最大限に達成できることであり

ますとか、そういった大きな項目で基本指

針を決めておりまして、あとはその施設ご

とにですね、その施設の目的とか実情に合

わせて選定基準のほうを決めていってると 

いうような状況でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

うん。やはりこれある程度共通のところ

ありますよね。先ほどたんぽぽの家では経

営理念で三つあるんですよね。応募理由と

かまであるんですよ。でもそれって別にシ

ートスでも使えそうですよね。やはりそう

いったところは同じような形で、評価基準

としては載せるべきなのかなと。委員さん

も同じように充て職みたいな形でこうやっ

てぽっと合わせるだけなんですから、ここ

ら辺はきっちりそろえたほうがいいのかな

と思います。これ前のときは災害対策的な

ことも書いてあるんですよね。シートスの

ほうはこれ弾力的な運用の避難所にもなっ

てるんですよ。でも、そこら辺の評価とか

そういうものはないですよね。これ災害起

こったときどうするっていうのは、そこら

辺の認識は、ＴＡＣさんは前回４年やって

るからそれなりに認識はしてると思います。

避難所になったこともあるでしょうし、で

も新しく入ってくる事業者さんとかは、こ

こが豊能町の弾力運営避難所になってるっ

ていう理解もしてもらわないとだめですよ
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ね。そのときの対応っていうものを向こう

も考えてもらわないと。スポーツジムをオ

ープンしている間に地震が起こりました、

そのときどうしますかみたいなことは、方

針としては持っといてもらわないといけな

いと思うんですけどそこはどうですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。生涯学習課、中谷です。 

今回の仕様書の中です。防災安全対策の

実施及び非常時の危機管理体制の確立とい

うことで、当施設は災害時には防災拠点の

避難所として施設が活用されます。指定管

理者として、防災組織であるという自覚の

もと、平時から警報、災害発生の情報に留

意くださいというように仕様書で必ず避難

所になるというようなことは、うたってお

ります。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

大事なのはその時にスタッフとかがどう

いう動きをするかっていうとこですよね。

そこが、そこを何らかの動き、私たちはそ

れは知ってますけど、私たち何もしません

じゃだめですよね。そのときに避難所とな

ったときに、スタッフはこういう年１回ぐ

らい訓練をするとか、何かそういう取組は、

僕はあるべきだと思いますけど、そこら辺

のお考えはないですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。生涯学習課の中谷です。 

施設自身で避難訓練等は確実にされてお

るんですけど、この避難所になったときの

対応につきましては、職員、町の職員が配

置されまして、そちらで施設を開けていた

だくために、その都度、指定管理者には出

ていただかないといけいけないところです

けど。職員のほうで避難所の対応を今のと

ころやっておるというのが現状です。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

はい。ここは大雨のときの避難所ですか

ら職員の方が駆けつけてくれるんで、それ

なりの対応はできるかと思います。是非と

もここら辺の選定基準なんかは、共通のと

ころたくさんあるんで。田中課長のとこに

なるのかな。採点基準というものは、やは

り同じね、合わせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

答弁はよろしいですか。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

私から先ほどの利用者増加に向けた取組

なんですけども、これも進めていって欲し

いんですけど、例えばイベントの拡充とか、

広報していくとか、今後そういった取組に

ついて、今具体的に何か考えてることがあ

るのか伺います。利用者増加に向けた取組

です。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。生涯学習課、中谷です。 

○委員長（寺脇直子君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

今回ですね。提案を受けてます内容につ

きましては、物品の販売等の充実。あとス

イミングキャップと水着等のレンタル事業、

自動券売機の新設と四季折々のイベントの

充実ということと、あと町民無料デーにお

きまして、できるだけ初めて利用いただけ

るような方にホームページ等で周知して、

そちらでシートスを知っていただいて、今

後の利用の増加に努めるというようなこと
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を考えていただいております。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

それでは質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

挙手全員であります。 

よって第 60 号議案は原案のとおり可決

されました。 

第 62 号議案、令和７年度豊能町一般会

計補正予算（第７回）の件（関係部分のみ）

を議題といたします。 

順次提案理由の説明を求めます。 

はい。萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

はい。住民人権課の萩原です。 

一般会計補正予算の関係部分のうち、ま

ず歳出のほうから順次説明のほういたしま

す。 

補正予算の 23 ページを御覧ください。 

款２．総務費、項３．戸籍住民基本台帳

費、目１．戸籍住民基本台帳費の２．戸籍

事務等窓口事務事業でございますが、戸籍

振り仮名記載法制化に伴う戸籍情報システ

ムの改修に係る業務委託料 297 万円を増額

するものでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

はい。生活福祉部、浅海です。 

続きまして 25 ページを御覧ください。 

款３．民生費、項１．社会福祉費、目１．

社会福祉総務費、節 19．扶助費、７．障害

者自立支援事業、19．その他の 6,273 万

9,000 円でございますが、障害福祉サービ

ス利用の増により、扶助費を増額するもの

でございます。また同じく節 22．償還金利

子及び割引料 22．償還金 406万 8,000円で

すが、事業費確定に伴う過年度補助金の大

阪府への償還金でございます。 

続いて再び節 19．扶助費、11．障害児福

祉事務事業、19．その他、1,057 万 8,000

円でございますが、児童発達支援及び放課

後等デイサービス利用の増に伴い扶助費を

増額するものでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

はい。保険課、千歳です。 

同じく 25 ページ、16．高額医療合算介

護サービス費等給付事業でございますが、

同一世帯内で国民健康保険に加入している

世帯員の医療費と介護サービス費の自己負

担額の年間合計額が一定額を超えた場合、

本人の申請により、その差額を国民健康保

険の保険者である町が負担する制度におき

まして、申請対象者への勧奨通知を行って

いなかったため給付を受けることができな

かった方に対し、遡及して当該負担額を交

付する費用 114 万 3,000 円を計上しており

ます。 

次に、目２．老人福祉費の２．介護保険

支援事業でございます。引き続き、次ペー

ジ 26 ページを御覧ください。 

低所得者保険料軽減に係る国及び府負担

金を、令和６年度の実績に応じて精算を行

うための償還金でございます。 

続いて３．介護保険特別会計事業勘定繰

出金でございますが、介護保険特別会計の

補正に伴い繰出金を増額するものでござい

ます。 
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続いて 11．地域介護・福祉空間整備等施

設整備事業でございますが、高齢者施設等

の運営事業者が利用者の安全安心を確保す

るために行う施設等の大規模改修等に係る

費用の一部を国の交付金を受けて補助する

費用 1,540万円でございます。 

続いて 12．高額医療合算介護サービス費

等給付事業でございますが、先ほど社会福

祉総務費のところで申し上げました給付同

様、町は介護保険の保険者として負担すべ

き額を遡及して交付する費用 211 万 1,000

円を計上しております。 

次に、目８．未熟児養育医療助成費の１．

未熟児養育医療給付事業でございますが、

未熟児養育医療の給付事業実績の増に伴い

まして扶助費を増額するものでございます。 

次に、目９．後期高齢者医療費の２．大

阪府後期高齢者医療広域連合負担金事業で

ございますが、令和６年度大阪府後期高齢

者医療定率負担金の精算に伴う費用でござ

います。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

続いて予算書 27 ページをお開きくださ

い。款３．民生費、項２．児童福祉費、目

２．児童福祉施設費、３．保育所運営事業

施設。失礼しました。吉川保育所運営事業

のうち、光熱水料費 173 万 9,000 円は主に

吉川保育所施設老朽化に起因する漏水によ

る水道料金の不足額の補正でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

はい。保険課、千歳です。 

続きまして 29 ページを御覧ください。 

款４．衛生費、項１．保健衛生費、目１．

保健衛生総務費の３．国民健康保険特別会

計診療所施設勘定繰出金事業でございます

が、人件費の補正に伴い、繰出金を 504 万

円減額するものでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。峯義務教育課長。 

○義務教育課長（峯亜希子君） 

はい。義務教育課の峯です。 

36 ページを御覧ください。 

款 10．教育費、項１．教育総務費、目２．

事務局費の７．人権・地域教育充実事業、

７．報償金でございますが、これは学校で

起きた重大事案に関して、いじめ防止対策

推進法に基づき、重大事案に係る事実関係

を調査し再発防止策を図るためのものです。 

予算については、いじめ事案に係る調査

会議関係者への聞き取りや調査報告書の作

成に係る報償金が 80万円となります。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

同一ページの 11．子ども・子育て支援事

業のうち、負担金 1,022 万円は、町外の保

育・教育施設を利用する子どもに係る保

育・教育給付費負担金でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

はい。教育総務課、池田でございます。 

そうしましたら 37 ページをお開きくだ

さい。 

款 10．教育費、項２．小学校費、目１．

学校管理費の４．吉川小学校運営事業の光

熱水料費の 163 万 5,000 円でございますが、

この金額につきましては、令和７年度の当

初予算に計上することが漏れておりました

ものを今回補正予算で提出させていただい

ておるものでございます。同じく５．光風

台小学校運営事業の同じく光熱費の 554 万
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円でございますが、この分につきましては、

令和７年度に使いました電気代がですね、

当初想定していたよりも多く使用したこと

によりまして、電気代分を増額補正するも

のでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

はい。生涯学習課、中谷です。 

引き続きまして 40 ページをお開きくだ

さい。款 10．教育費、項６．保健体育費、

目１．スポーツ振興費の３．シートス管理

事業、14．工事請負費 3,525 万 9,000 円で

ございますが、スポーツセンターシートス

の屋上の陸屋根防水の改修工事を行うもの

です。工事内容としましては、シートスプ

ール棟の幼児用と 25メータープールの 924

平米の既存屋上防水の改修と、その棟に付

随している踊り場 164 平米の防水改修工事

を行うものです。 

歳出は以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

それでは次に、歳入について御説明申し

上げます。 

15 ページを御覧ください。 

款 13．分担金及び負担金、項１．負担金、

目１．民生費負担金でございますが、歳出

のところで御説明申し上げました未熟児養

育医療給付事業に係る給付対象者負担金

5,000 円でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

生活福祉部の浅海です。 

次に同じページですね、款 15．国庫支出

金、項１．国庫負担金、目１．民生費国庫

負担金、節１．社会福祉総務費国庫負担金、

２．障害者自立支援給付費等国庫負担金、

3,817 万 6,000 円並びに３．障害児施設措

置費国庫負担金 528 万 9,000 円でございま

すが、歳出のところで御説明申し上げまし

た障害者自立支援事業及び障害児福祉事務

事業の扶助費に係る国庫負担金でございま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

同一ページの目２．教育費国庫負担金、

節１．事務局費国庫負担金、１．保育・教

育給付費国庫負担金 613 万 5,000 円は、先

ほど歳出のところで御説明した保育・教育

給付費負担金の増額に係る国庫負担金でご

ざいます。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

はい。住民人権課、萩原です。 

続きまして 16 ページを御覧ください。 

項２．国庫補助金、目１．総務費国庫補

助金でございますが、歳出のところで御説

明申し上げました戸籍振り仮名記載法制化

に対するシステム改修に係る国庫補助金で

ございます。297 万円でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

はい。保険課、千歳です。 

次に、目２．民生費国庫補助金でござい

ますが、歳出のところで御説明申し上げま

した地域介護・福祉空間整備等施設整備事

業に対する交付金として、1,540 万円を計

上しております。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 
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○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

生活福祉部、浅海です。 

同じく節４．児童措置費国庫補助金、１．

子ども・子育て支援事業費補助金 163 万円

ですが、児童手当の番号制度対応情報連携

に伴うシステム改修に係る国庫補助金でご

ざいます。 

続きまして 17 ページを御覧ください。 

款 16．府支出金、項１．府負担金、目２．

民生費府負担金、節１．社会福祉総務費府

負担金、細節２．障害者自立支援給付費等

負担金 1,569 万 2,000 円。３．障害児施設

措置費府負担金 264 万 4,000 円でございま

すが、歳出のところで御説明申し上げまし

た、障害者自立支援事業、障害児福祉事務

事業の扶助費に係る大阪府の負担金でござ

います。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

はい。保険課、千歳です。 

同じく目２．民生費府負担金、未熟児養

育医療費府負担金は、先ほど歳出のところ

で御説明申し上げました未熟児養育医療給

付事業に係る負担金 55 万円でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

目３．教育費府負担金、節１．事務局費

府負担金、１．保育・教育給付費府負担金

247 万 5,000 円は、先ほど歳出のところで

御説明申し上げた保育・教育給付費負担金

の増額に係る府負担金でございます。 

続きまして款 16．府支出金、項２．府補

助金、目８．教育費府補助金、節１．事務

局費府補助金、６．保育・教育給付費府補

助金 55 万 8,000 円は、先ほど歳出のとこ

ろで御説明した保育・教育給付費負担金の

増額に係る府補助金でございます。 

説明は以上です。 

御審査いただき御決定賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

これより質疑を、本件に対する質疑を行

います。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

さっき 23 ページの総務費、戸籍住民基

本台帳費の振り仮名記載の業務委託料、シ

ステム改修費ですね、297 万円なんですけ

ど。夏ぐらいにアンケートが来たと思うん

ですが、それの調査は全部終わったんでし

ょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

はい。住民人権課の萩原です。 

今おっしゃってるの本籍地から通知が来

た戸籍に記載される振り仮名の通知書とい

うことで、皆さんの戸籍に振り仮名がつく

ということで、この振り仮名で合ってます

かっていう案内が来てたかと思うんです。

これに合ってれば、そのまましておいても

らったら、自動的に戸籍に記載されますよ、

いうことで、間違ってたらもう届出してく

ださいねっていうことで、うちも本籍地の

ところですので、皆さんには通知を送って

まして、ただ届出期間がですね、令和８年

の５月の 25 日までとなってますので、そ

こまでは届出を受け付けしまして、その次

の日、令和８年の５月 26 日以降に、届出

がなかった分に関しては、職権で一斉に戸

籍に記載される予定の振り仮名を職権で、

記載するという予定になっております。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 
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○委員（管野英美子君） 

はい。分かりました。ありがとうござい

ます。 

次に、25ページの民生費、社会福祉費の

11の福祉事務事業で、放課後デイが増えた

と伺いましたけれど、サービス事業者はそ

んなにないと思うんですけれど。これは豊

能町の利用者が増えたということですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

生活福祉部、浅海です。 

そうですね。今委員おっしゃるとおりで

すね、豊能町にお住まいの方で、この放課

後デイサービスだけではないんですけれど

も、障害児の福祉サービスの利用の実績が

増えているということで、この扶助費を増

額補正するものでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

すいません。今の放課後デイだけが増え

たんじゃなくて、ほかに利用される。この

障害者の方が利用される事業費が増えたと

いうことですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

はい。生活福祉部、浅海でございます。 

この放課後等デイサービスの利用だけで

はなくてですね、児童発達支援の事業のサ

ービスの利用も同時に増えているというこ

とでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

はい。管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

何度もすいません。26ページの老人福祉

費の 11．地域介護・福祉空間整備等施設整

備事業、特養の祥雲館本館の改修だと伺い

ましたけれど、これは無償貸与されている

場所ですか。 

まず、そこを伺います。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

はい。保険課、千歳です。 

おっしゃるように無償貸与している部分

でございます。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

そういう施設もほかにもあるとは思うん

ですけれど、豊能町がどういうふうに関わ

って、この改修費用を計上されているのか

っていうのをふだんは関わってはおられな

いんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

今回の事業に関しましては、国の事業で

ございまして、事業所が直接国のほうに申

請するものでございます。交付金のほうが

町挟んで、そのまま事業所のほうに交付金

としていくというような形になっておりま

す。今回についてはそのようになっており

ます。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

何度も何度もすみません。27ページの吉  

川保育所運営事業の光熱水料費 173 万

9,000 円ですけれど。吉川保育所のような
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ところは、こういうふうに２か月に１回水

道料、御使用水量のお知らせっていうのは

来ないんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

今見せていただいたようなものが吉川保

育所に直接届くようになっております。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

だから問題なんです。 

これでね、せこい話だけど私んとこ何立

方メートル。２増えたとかって思うんです

けど、思わないんですか。もちろんね、子

どもたちプール入ったら水たくさん使うし

って思いますけど。これで半年も分からな

かったんですか。半年だから３回、３回こ

れ来てると思うんですね、お知らせ。それ

を水道センターに言われないと分からない

って、お金しっかりもったいないもったい

ないって言ってんのに、なぜこうなったん

ですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

半年以上見落としてたということで大変

申し訳ないことをしてると思います。 

支払いごとに例えば前年度との水量の比

較というのを行っていれば、防げたかと思

いますけれども、結果としてはミスを見逃

していたということでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今後どうされるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

今後につきましては、全庁的にも施設老

朽化によって漏水の可能性があるので、２

か月に１度の請求のときのみならず、こま

めに確認をするようにというような指示が

出ておりますが、それに加えまして、私ど

もからも、所管する所園長に対しましては、

まめにまめに、こまめに、よりこまめにメ

ーターあるいはパイロットランプを確認す

るようにという指示を出しているところで

ございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

民間のおうちでね、漏水してて何か 30

万ぐらい来たとかって言う人いるんですけ

どね。水道センターのとこ行ったら、原因

を究明してもらって、ちょっとまけてもら

ってんって喜んではりましたけどね。人の

お金が、私らもこれ、自分の口座から落ち

るんでね。ちょっとでも何か増えたら、し

っかり、水使いすぎたなとかって思うんで、

使わな料金上がりますけどねまた、しっか

りやってください。 

次の質問なんですけれど。 

36ページの人権・地域教育充実事業の報

償金 80 万なんです。学校問題調査委員会

開催されるということなんですけれど、こ

ういう予算が上がってきたら何って聞いて

しまうんで、当初予算の中で、こういうこ

とを予算化されたほうがいいと思うんです

が、この内容は私はもう聞きませんけども。 

どうお考えですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。峯義務教育課長。 

○義務教育課長（峯亜希子君） 

はい。義務教育課の峯です。 
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ただ今いただきました御意見ですけれど

も、今後このようなことが起こるというこ

とも想定はされますので、検討していきた

いと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

水道漏れの話ですけど、園長、その園を

預かるトップの仕事っていうのは何か明確

になってるの。お金の計算を全くしない。

全く見てこなかったってことですかね。そ

れはもう入ってない。いや、本当、本当分

かんないですよ。半年出て、管野議員が言

われたように３回ですよね、請求書。そし

たら１回当たりって、40万ぐらい来てるっ

てことを３回。それぐらいの金額が来て落

ちてても、いや、どこの多分、どこのお店

を預かってる店長さんとかでも調べて、光

熱費こんだけで今月はこうだったのは人件

費こうだったなんてやってるんですけど、

そこら辺は何もしない。ていうふうに見え

ちゃうんですけど、そこを何をしてるかを

ちょっと説明してもらえますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

髙田こども育成課長。 

○こども育成課長（髙田浩史君） 

はい。こども育成課の髙田です。 

それぞれの施設の管理運営に関しては、

通常の業務に関しては、すべて所園長が責

任を負っているものと考えております。通

常この光熱水料費の支払いに関しては、支

払いの権限についても、所園長が責任を負

って業務しているところでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

これはもう言いたくないけどペナルティ

はないの。これ結構なことだと思いますけ

ど。園のトップとしては、そこら辺はしょ

うがないよね、これから気をつけたらいい

よねって終わる話ですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

こども未来部、仙波です。 

もちろん、今後このようなことないよう

にすることはもちろんでございますが、所

長についてはこの件についてはまた厳しく

指導をしてまいります。 

○委員長（寺脇直子君） 

よろしいですか。 

はい。永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

多分、本当に全園長で全校長を集めてで

も、これくらいの何をしてるかっていうの

は、多分ヒアリングするなりして、本当に

共通にしとかないといけないことですよね、

各学校単位で。上がったら普通に予算とし

て光熱水道費が上がったからって上げてく

るわけですから。そこら辺は各園、学校の

トップはそこら辺を判断するのが、仕事と

して把握、みんな理解してますよね。そこ

のこんな確認はしたくないんですけど、そ

こはしっかり確認して本当に仙波部長、嫌

われてください。嫌われるぐらい指導して

ください。 

○委員長（寺脇直子君） 

答弁はございますか。 

はい。仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

こども未来部、仙波です。 

委員おっしゃったとおり、学校園に厳し

く指導してまいります。 

○委員長（寺脇直子君） 

よろしいですか。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

はい。管野委員。 
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○委員（管野英美子君） 

37ページの教育費の学校管理費の光風台

小学校運営事業の光熱水料費、電気代と伺

いましたけれど、職員室の教頭先生の左側

の壁に何か電気たくさん使ったらランプつ

くんじゃないですか。給食の食器を洗うと

きに気つけなあかんねんっていうことを学

校で働いてたときに聞いたことがあるんで、

それぐらいの時間にも私は帰るんでね、知

らんよとか言うんですけども、そこで何か

チェックとかされないんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

今委員が言っていただいている機械って

いいますのがデマンド方式の機械でござい

まして、これ各施設によりまして電気使用

量、大体基準どれぐらいっていうのをまず

設けます。設けた使用量に対しまして、も

うちょっとしたら超えそうだよと。例えば

100って定めますと、例えば 90ぐらいにな

ってくるとアラームが鳴ります。これはい

っときに集中する電気量でございますので、

そういうふうなところのアラームが鳴った

ときにどうするかといいましたら、例えば

ここの部屋の電気を消そうとか、どこどこ

の教室の空調止めようとかっていうことを

して、集中する電力量を抑えることによっ

てですね、その電力を超えることによりま

して、向こう１年間は基本料金の考え方が、

この一番高いところをベースにずっと算定

されるというところで、電気代をより安価

に抑えるために備え付けられているという

ような機械でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

それがあるのに、こんだけ 550 万円補正

予算を上げなあかんのですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

令和７年度当初予算を計上させていただ

いたときに、予算要求の時期といいますの

が大体前年度の６月、７月ぐらいに見込み

を立てて予算要求をさしていただき、議会

のほうでお認めをいただいてると。実際に

７年度予算を積算するときに、積算が甘か

ったと言ってしまえばそうなんですが、ど

うしても７年度、夏場ですね、かなり暑か

ったとかっていうようなところが原因して

おりまして、その辺りしっかり見込めてな

かったということでちょっと増額の補正を

お願いしているというところでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

ちょっと私のほうから１点、25ページと

26ページに高額医療合算介護サービス費等

給付事業がありますけど、これについてち

ょっと説明をお願いします。 

はい。千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

はい。保険課、千歳です。 

こちら社会福祉総務費の老人福祉費のほ

うで上げさせていただいております、高額

医療合算介護サービス費等給付事業でござ

いますが、同一世帯内で国民健康保険に加

入している世帯、この方たちが年間にかか

った医療費と介護サービス費というところ

の自己負担額というのが一定の額を超えた

場合、本人の申請に基づき、その差額を国

民健康保険、保険者ですね、国民健康保険

の保険者、介護保険の保険者というところ

同じ町になるんですけれども、その超えた

部分を支給するというような制度がござい
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ます。この制度につきまして、かなり内容

というところが複雑ですので、御本人で計

算することっていうのはかなり難しいとい

うことで、申請対象者の方につきましては、

国のほうから対象者というのが分かるよう

であれば、申請勧奨ですね、申請して支給

申請してくださいという通知を送るように

というような国のほうから、決まってはい

ないんですけれども、国のほうからそうい

うふうにして、住民さん、対象者の方に対

して利便を図ってくださいというような話

になっておったんですが、その勧奨通知と

いうところが送るのできていなかったとい

うことから、支給漏れというような形にな

っております。この支給が漏れていた分っ

ていうところを遡及しまして、今回予算の

ほうに計上させていただいたということに

なっております。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

また対象者の方に丁寧な対応をお願いし

ます。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

よろしいですか。 

はい。永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

すいません。25ページの障害者自立支援

事業の 6,683 万円。6,276 万 9,000 円の内

容を、対象者が増えたのかサービス利用者

が増えたのか、もうちょっと細かく教えて

いただけますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

浅海生活福祉部理事。 

○生活福祉部理事（浅海 毅君） 

生活福祉部、浅海でございます。 

こちらのサービスの増加なんですけれど

も、ちょっとお待ちください。こちらのほ

うはですね、中身がですね、重度訪問介護、

それから生活介護、それから共同生活援助、

就労継続支援という、このサービスの内容

がそれからあと補装具につきましても、こ

の事業のメニューがございます。これがで

すね、それぞれサービスの利用がまず全般

的に増えているということがございます。 

それからですね、あと中にはですね、も

ともと障害をお持ちの方でですね、一般の

就労をされていた方が退職をしてですね、

それから退職した後で障害福祉サービスを

利用される、そういったケースもございま

す。それから一般就労を退職された後にで

すね、そのあとで障害の認定を受けて、障

害の手帳ですね、手帳を所持することにな

りまして、それから、その後に障害福祉サ

ービスを受けるというケースも見受けられ

ているところでございます。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

よろしいですか。 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

よろしいですか。 

なければ質疑を終結します。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

挙手全員であります。 

よって第 62 号議案は原案のとおり可決

されました。 

ここでちょっと１時間以上経過しており

ますので、暫時休憩いたします。 

再開は２時 40 分といたします。 

（午後２時 26 分 休憩） 

（午後２時 40 分 再開） 
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○委員長（寺脇直子君） 

それでは休憩前に引き続き会議を開きま

す。第 63 号議案、令和７年度豊能町国民

健康保険特別会計事業勘定補正予算（第１

回）の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

第 63 号議案、令和７年度豊能町国民健

康保険特別会計事業勘定補正予算の件につ

いて説明いたします。 

着座にて説明させていただきます。 

補正予算書の３ページを御覧ください。 

令和７年度豊能町国民健康保険特別会計

事業勘定補正予算（第１回）でございます。 

第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額に、それぞれ 1,953 万 1,000 円

を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ 24 億 3,491 万 5,000 円とするも

のです。 

それでは今回の歳入歳出予算の補正内容

につきまして御説明申し上げます。 

最初に歳出より説明させていただきます。 

10 ページを御覧ください。 

款１．総務費、項１．総務管理費、目１

一般管理費の２．国民健康保険事務事業

1,759 万 4,000 円の増額につきましては、

令和８年度に創設されます子ども・子育て

支援金制度により、これまでの保険料に加

え子ども・子育て支援金を新たに賦課徴収

するためのシステム改修に係る業務委託料

です。 

款２．保険給付費、項２．高額療養費、

目２．高額介護合算療養費の１．高額介護

合算療養費給付事業 68 万 6,000 円の増額

につきましては、高額介護合算療養費給付

に係る費用が当初予算を上回る見込みであ

るため、これを増額するものです。 

11 ページを御覧ください。 

款２．保険給付費、項４．出産育児諸費、

目１．出産育児一時金の１．出産育児一時

金給付事業 50 万円の増額につきましては、

給付に係る費用が当初予算を上回る見込み

であるため、これを増額するものです。 

款４．保健事業費、項１．特定健康診査

等事業費、目１．特定健康診査等事業費、

１．国民健康保険特定健康診査等事業 383

万 6,000 円につきましては、被保険者数の

減や現在の受診状況等により不用額が見込

まれるため減額するものです。 

次に 12 ページを御覧ください。 

款７．諸支出金、項１．償還金及び還付

金、目３．保険給付費等交付金償還金の１．

国民健康保険運営事業 297 万 4,000 円、目

４．特定健康診査等負担金償還金の１．国

民健康保険運営事業 161 万 3,000 円の増額

は、令和６年度の事業実績に応じて精算を

行うための償還金です。 

歳出については以上です。 

次に、歳入について説明いたします。 

８ページ、お戻り願います。 

款４．国庫支出金、項１．国庫補助金、

目１．総務費国庫補助金の２．子ども・子

育て支援事業費補助金 1,759 万 4,000 円は、

先ほど歳出で申し上げました子ども・子育

て支援金制度創設に係るシステム改修に要

する費用について、国から補助されるもの

です。 

款５．府支出金、項１．府補助金、目２．

保険給付費等交付金の１．普通交付金 118

万 6,000 円は、先ほど歳出で申し上げまし

た高額介護合算療養費、出産育児一時金の

給付に要する費用について、大阪府から交

付される普通交付金です。 

９ページを御覧ください。 

款７．繰越金、項１．繰越金、目１．繰

越金の１．前年度繰越金 75 万 1,000 円は
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前年度からの繰越金の確定に伴うものでご

ざいます。 

説明は以上です。 

御審査いただき御決定くださいますよう

よろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

質疑ございませんか。そしたら私から質

問します。 

11ページの出産育児一時金給付事業、こ

れは当初予算を上回るということですけど

も、これどれぐらい上回ったのかっていう

何かその増加の理由ですね。伺います。 

はい。千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

この出産育児一時金に関しましては、当

初予算 150万円を計上しております。 

子どものほうに関しましては、これは 50

万円を限度として支給をしておりますので、

３人分というのを当初、予算計上しており

ます。この３人分につきまして、今日、本

日現在でもう既に３人分支給が終わってお

りますので、新たにもう１名出てきた場合

に対応するための予算としまして、今回補

正予算として計上させていただいておりま

す。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

それと同じ 11 ページなんですけども、

この国民健康保険特定健康診査等事業の検

診。業務委託料が減ってますけど、これは

被保険者の人数が減ったということですけ

ど、それを単純に検診をされない方が減っ

たということなんでしょうか。 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

こちらのほうに関しましては、被保険者

数は減になっておるんですけれども、受診

率のほうは少し上がっておりますので、そ

んなに人数的には減っておらないんですけ

れども。当初予算として、予算計上する際

には受診率のほう、もう少し高めで見積も

っておりましたので、その辺りで今回不用

額というものが見込まれるため減額させて

いただくものです。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

ないようですので質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

挙手全員であります。 

よって第 63 号議案は原案のとおり可決

されました。 

第 64 号議案、令和７年度豊能町国民健

康保険特別会計診療所施設勘定補正予算

（第１回）の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

第 64 号議案、令和７年度豊能町国民健

康保険特別会計診療所施設勘定補正予算の

件について説明いたします。 

着座にて説明したいたします。 

補正予算書の３ページを御覧ください。 

令和７年度豊能町国民健康保険特別会計

診療所施設勘定補正予算（第１回）でござ

います。 
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第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額から、それぞれ 459 万 7,000 円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ 9,958 万 5,000 円とするものです。 

それでは今回の歳入歳出予算の補正内容

につきまして御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、４月の人事

異動等に伴う人件費の補正を行っておりま

すが、それらの説明は省略いたしますので

御了承願います。 

最初に歳出より説明させていただきます。 

10 ページを御覧ください。 

款３．予備費、項１．予備費、目 1．予

備費の 44 万 3,000 円は令和６年度の繰越

額確定に伴い相当分を予備費に計上するも

のです。 

歳出の説明は以上です。 

次に、歳入について説明いたします。 

８ページへお戻りください。 

款３．繰越金、項１．繰越金、目１．繰

越金の１、前年度繰越金 44 万 3,000 円の

増額につきましては、先ほど歳出で説明い

たしました令和６年度の繰越額確定に伴い

増額を行うものです。 

次に、款４．繰入金、項１．繰入金 504

万円の減額につきましては、人件費の補正

に係る経費について、一般会計からの繰入

れを減額するものでございます。 

説明は以上です。 

御審査いただき御決定くださいますよう

よろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

ちょっと待って、他の方いらっしゃいま

せんね。じゃあ私ちょっと質問してよろし

いでしょうか。 

はい。歳入の８ページなんですけども、

前年度繰越金が増えてるっていうことです

けど、これの要因について伺います。 

はい。千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

繰越金につきましては、前年度決算が行

われた後に確定するものでございますので、

当初予算におきましては額のほう確定して

おりませんので、1,000 円という形で計上

させていただいております。 

今回決算におきまして繰越額確定いたし

ましたので、その額のほうを補正予算とし

て計上させていただいております。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

それでは、質疑がないようですので終結

いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

挙手全員であります。 

よって第 64 号議案は原案のとおり可決

されました。 

第 65 号議案、令和７年度豊能町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１回）の件

を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

第 65 号議案、令和７年度豊能町後期高

齢者医療特別会計補正予算の件につきまし

て、説明のほういたします。 
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着座にて説明させていただきます。 

補正予算書の３ページをお開きください。 

令和７年度豊能町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１回）でございます。 

第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ 8,166 万 1,000 円を

増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ８億 2,941 万 1,000 円とするもので

す。それでは今回の補正内容につきまして、

歳出より説明させていただきます。 

10 ページを御覧ください。 

款１．総務費、項１．総務管理費、目１．

一般管理費の１．後期高齢者医療事務事業

219 万 5,000 円は、令和８年度に創設され

る子ども・子育て支援金制度により、これ

までの保険料に加え、新たに徴収される子

ども・子育て支援金を収納するためのシス

テム改修に係る業務委託料です。 

続いて款２．後期高齢者医療広域連合納

付金、項１．後期高齢者医療広域連合納付

金、目１．後期高齢者医療広域連合納付金

の 5,592 万円は、歳入における後期高齢者

医療保険料の増額に伴い後期高齢者医療広

域連合納付金の額も増額となることから補

正するものです。 

続いて 11 ページを御覧ください。 

款３．諸支出金、項１．償還金及び還付

金、目１．保険料還付金の 63 万円につき

ましては、死亡・転出等に係る保険料の還

付が当初予算を上回る見込みのため、増額

するものです。 

款４．予備費、項１．予備費、目１．予

備費は 2,291 万 6,000 円の増額補正を行う

ものです。 

内容といたしましては、前年度からの繰

越金の確定額から、先ほど説明いたしまし

た保険料の還付に必要な額を除いた額を計

上しております。 

歳出の説明は以上です。 

次に歳入について説明いたします。 

８ページへお戻りください。 

款１．後期高齢者医療保険料、項１．後

期高齢者医療保険料、目１．特別徴収保険

料の 3,280 万 6,000 円及び下段の目２．普

通徴収保険料の 2,311 万 4,000 円は保険料

の収入が当初の予定を上回る見込みである

ため、増額し、先ほど歳出で御説明いたし

ました後期高齢者医療広域連合への納付金

の財源とするものです。 

次に、款４．繰越金、項１．繰越金、目

１．繰越金の１．繰越金 2,354 万 6,000 円

は、前年度からの繰越金の確定に伴うもの

でございます。 

次に９ページを御覧ください。 

款６．国庫支出金、項１．国庫補助金、

目１．総務費国庫補助金の１．子ども・子

育て支援事業費補助金 219 万 5,000 円は、

先ほど歳出で御説明申し上げました子ど

も・子育て支援金制度創設に係るシステム

改修に要する費用について国から補助され

るものです。 

説明は以上でございます。 

御審査いただき御決定賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

10ページの後期高齢者医療事務費の業務

委託料 219 万 5,000円です。 

令和８年度からの子ども・子育て支援金

のシステム改修ですが、先ほど国保でも

1,759 万 4,000 円を計上されています。 

両方入札なんでしょうか。 

両方一緒にやったら、まけてもらえるっ

ていうことではないんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

千歳保険課長。 
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○保険課長（千歳あや乃君） 

はい。保険課、千歳です。 

委員おっしゃるように同じく子ども・子

育て支援金制度に対応するためのシステム

改修に対する費用のほう、こちら上げさせ

ていただいておるんですけれども。システ

ムは今現在、賦課徴収又は収納システムの

ほうで、システムを入れております富士通

ジャパンのほうで業務委託のほうをいたし

ます。システムのほうが国保、国民健康保

険のほうと、後期高齢者医療保険のほうと

システムが違いますので、合わせて値引き

をしていただけるということはないという

ことです。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

それでは、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

挙手全員であります。 

よって本件は原案のとおり可決と認める

ことに、本件は原案のとおり可決されまし

た。 

次に第 66 号議案、令和７年度豊能町介

護保険特別会計事業勘定補正予算（第２回）

の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

第 66 号議案、令和７年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定補正予算の件について

説明いたします。 

着座にて説明いたします。 

補正予算書の３ページを御覧ください。 

令和７年度豊能町介護保険特別会計事業

勘定補正予算（第２回）でございます。 

第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ 9,510 万 1,000 円を

増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ 26 億 4,826 万円とするものです。 

それでは今回の歳入歳出予算の補正内容

につきまして御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、４月の人事

異動等に伴う人件費の補正及び歳入の補正

に伴う財源振替を行っておりますが、それ

らの説明は省略いたしますので御了承願い

ます。 

最初に歳出より説明させていただきます。 

11 ページを御覧ください。 

款１．総務費、項１．総務管理費、目１．

一般管理費の２．介護保険事務事業 62 万

8,000 円は、令和７年度税制改正対応に係

るシステム改修に要する費用を増額するも

のです。 

続いて同じく款１．総務費、項３．介護

認定審査会費、目２．介護認定審査会共同

設置負担金の１．介護保険介護認定審査会

共同設置事業 51 万 1,000 円は審査会に従

事する職員人件費負担分等を増額するもの

です。 

13 ページを御覧ください。 

款５．保健福祉事業、項１．保健福祉事

業、目１．保健福祉事業の１．独居高齢者

等見守り事業の 92 万 1,000 円は、高齢者

等見守りサポート事業に係る委託料の支払

い方法の変更によるものです。 

本事業は豊能町社会福祉協議会、豊能町

それぞれが事業に要する費用を委託事業者

に支払うこととなっておりましたが、この
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度、本町が本町負担分と社会福祉協議会分

も合わせて事業者へ支払い、社会福祉協議

会はその負担分を豊能町へ支払うという形

に変更したため、その不足分を増額補正す

るものです。 

款６．基金積立金、項１．基金積立金、

目１．介護給付費準備基金積立金の１．介

護保険運営事業 7,041 万 8,000 円は、令和

６年度の介護保険料、余剰分を基金に積み

立てるものでございます。 

続いて 14 ページを御覧ください。 

款８．諸支出金、項１．償還金及び還付

金、目２．国府等支出金償還金の 2,510 万

3,000 円は令和６年度の介護保険事業にお

ける給付実績等の精算により、国等へ償還

を行うものです。 

歳出の説明は以上です。 

次に歳入について説明いたします。 

８ページにお戻りください。 

款１．保険料、項１．介護保険料、目１．

第１号被保険者保険料の 113 万 2,000 円。

下段の款３．国庫支出金、項２．国庫補助

金、目３．包括的支援事業等費交付金の 95

万 5,000 円。次のページ、９ページを御覧

ください。 

款５．府支出金、項２．府補助金、目２．

包括的支援事業等費交付金の 47万 8,000円、

款６．繰入金、項１．一般会計繰入金、目

３．包括的支援事業等費交付金の 47 万

8,000 円、以上の減額につきましては、人

件費の補正等に伴う減額でございます。 

続いて８ページにお戻りください。 

款３．国庫支出金、項２．国庫補助金、

目６．介護保険事業費国庫補助金の 31 万

3,000 円につきましては、先ほど歳出で御

説明しました令和７年度税制改正対応に係

るシステム改修費用に対する国庫補助金で

す。 

９ページを御覧ください。 

款６．繰入金、項１．一般会計繰入金、

目１．介護給付費繰入金、44万 2,000円は

令和６年度事業費確定に伴う不足分を繰り

入れるものです。続いて目４．その他一般

会計繰入金の 82 万 6,000 円につきまして

は、先ほど歳出で説明いたしました令和７

年度税制改正対応に係るシステム改修に要

する費用の町負担分並びに介護認定審査会

共同設置負担金の増額分を事務費として繰

り入れるものです。 

10 ページを御覧ください。 

款７．諸収入、項２．雑入、目３．雑入

の３．豊能町見守りサポート社協負担金の

148 万 4,000 円は、先ほど歳出で説明いた

しました高齢者等見守りサポート事業に係

る豊能町社会福祉協議会の負担分を補正す

るものです。続いて下段の款８．繰越金、

項１．繰越金、目１．繰越金の１．前年度

繰越金 9,507 万 9,000 円は、令和６年度決

算における繰越金で、先ほど歳出で説明い

たしました基金積立金の財源とするもので

す。説明は以上です。 

御審査いただき御決定くださいますよう

よろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

11ページの総務費、介護認定審査会費で

すけれども、こういう予算は当初予算で、

予算化されないんですか。それから何か発

生したから審査会を開くということですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

千歳です。 

こちらの負担金につきましては、介護保

険の審査会のほうを運営していくための事

業でございます。 
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おっしゃるように当初予算で予算のほう

を確定いたしまして予算計上するんですけ

れども、今回人件費の補正があった部分が、

当初予算の予算要求に間に合わなかったた

め、その差額の分を今回補正予算として上

げさせていただいております。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

13 ページの基金積立金の 7,041 万 8,000

円ですけれど、令和６年度の決算で 10 億

1,515 万円という基金残高があるんですが、

そこに上乗せされる金額ですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

はい。おっしゃるとおり令和７年度 10

月末現在、10億 2,379万 7,673円というの

が基金残高になっておるんですが、ここに

新たに 7,041 万 8,000 円。これを積み立て

るものです。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

トータルで 11 億あるということですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

はい。保険課、千歳です。 

おっしゃるように積み立て後の基金残高

につきましては、10億 9,421万 5,134円と

いう形になっております。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

ちゃんと使ってはるんですかと言いたい

んです、行政のほうは下げる議案を出して

きて、議会が現状維持っていうことで、こ

れは否決したと思うんですけどもね。行政

の言ってることが正しかったかもしれない

けども、本当に使う人が使っているのかど

うか。そっちは分からへんかもしれないけ

ど、ちゃんと周知をされているのか伺いま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

生活福祉部の小森でございます。 

この間、議会の皆様からも、まず制度の

周知であるとか、相談の場所はどこにある

かちゃんと御案内されてるかということご

ざいました。今回 10 月から始めてます、

町長の町政懇談会におきまして、町の現状

もお話しながら、なんかでも相談があった

場合については、必ず包括支援センターで

あったり、健康増進課のほうに御相談くだ

さいということも併せてやらせていただい

てます。先ほどおっしゃっていただきまし

た保険料の話なんですけれども、ここにつ

きましては、今後ですね、第 10 期になり

ますが、ここで給付と負担のバランスにつ

いて、もう一度内部で議論しまして、また

御提示させていただければと思ってござい

ます。 

以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

それでは介護見守りサポート事業、ここ

に出てきましたけれども、本当に一人暮ら

しの方ってもう日に日に増えているんで、

こういう事業とてもいいんでね、しっかり

と周知してください。これは要望しておき
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ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。ほかに質疑ございませんか。 

13ページの独居高齢者等見守り事業と利

用者の状況はどういう状況でしょうか。 

はい。岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

はい。健康増進課、岡本です。 

見守りサポート事業に関しましては、

150 人を目標に、この事業を進めておりま

す。現在、４月当初はまだなかなかスター

トはゆっくりだったんですけれども、70人

程度から開始しました。今年度開始しまし

て、現在利用に至ってる方が 120 名程度で、

あと利用の準備をされてる方も 10 名ほど

いらっしゃるという状況です。 

○委員長（寺脇直子君） 

これは今後ももっと増えてくるような状

況でしょうか。 

岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

はい。健康増進課、岡本です。 

やはりこの制度に関しましては、社会福

祉協議会と共同でやっているということに

加えて、あと民生委員児童委員協議会の方

に委員さんの方にもかなり協力をいただき

まして、広く周知をしております。 

必要な方には、一通り周知が行き渡って

るかなというふうには実感はしております。 

ただ、もうこのところ利用の申込みがか

なり落ち着いてきて、月に数件程度という

ような形になってきておりますので、また

年度内にもう一度広報誌等で広く周知を図

りたいなというふうに思っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

ほかに質疑ございませんか。 

よろしいですか。 

それでは質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

挙手全員であります。 

よって、第 66 号議案は原案のとおり可

決されました。 

以上で本委員会に付託された、付された

案件はすべて終了いたしました。 

続きまして、そのほかについて委員間討

議を行う事項は何かございませんか。 

はい。小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

視察の話ですけど、早いことね、決めて、

人気のある視察先はもう列つくって待って

るんで。早く決めて、いつにするかもその

時に決めたらいいと思う。決めませんかと

いう提案です。 

○委員長（寺脇直子君） 

はい。今小寺委員より視察先を人気のと

ころはなかなか空いてないということで早

く決めたほうがいいということですけども、

今の時点で、ここに視察先、行ったらいい

という提案がある方、委員はいてますでし

ょうか。いや、今、どっかある方は、どこ

かある方は。 

○委員（小寺正人君） 

いや、個人的には徳島県の神山町に是非

行きたいなと思っています。 

○委員長（寺脇直子君） 

それでは小寺委員は神山町に行ったらい

いというふうに提案をいただいてます。 

また後日、視察先については、皆さんの

視察先の提案も伺って早めに決めていけた

らと思ってます。 
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以上で本委員会を閉会したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

異議なしと認めます。 

よって本委員会は閉会することに決定い

たしました。 

これで本日の会議を閉じます。 

本委員会の閉会に当たり、町長から挨拶

がございます。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

はい。福祉教育常任委員会の閉会に当た

りまして一言御挨拶を申し上げさせていた

だきます。 

本日提案させていただきました議案に対

しまして、慎重に御審査賜りまして、また

適切に御決定賜りまして誠にありがとうご

ざいました。 

いただきました御意見等につきましては、

執行のときにしっかりと配慮させていただ

くということはもちろんでございますが、

本日ですね、お約束をしたこともたくさん

ございます。 

それにつきましてもですね、しっかりと

進めてまいりたいと考えてございますので、

引き続きの御協力、お力添えをいただきま

すようにお願い申し上げまして簡単ではご

ざいますが、閉会に当たりましての御挨拶

とさせていただきます。 

本日は長時間にわたり御審査いただきま

して、誠にありがとうございました。 

○委員長（寺脇直子君） 

これをもって福祉教育常任委員会を閉会

いたします。 

どうもお疲れ様でした。 

 

午後３時14分 閉会
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